
 

 

 

 

 

 

２０２５年 

 

PROSRV on Cloud 

年末調整処理説明会資料２ 
     ～年末調整時の作業～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三菱総研 DCS 株式会社 

サービスコンサルティング・セールス部 

 

 



 

目 次 

 
７．１２月年末調整処理作業 ................................................................................................................... 1 

７－１．DCS年末調整処理について...................................................................................................... 1 

７－２．『給与メニュー』『単独年調メニュー』 － 支給日登録 ..................................................... 7 

７－３．年末調整事務サービスの納品データの外部取込手順 ............................................................ 9 

７－４．Web年調（自社運用）前処理結果ファイル取込指示手順 .................................................... 24 

７－５．『人事メニュー』― データ入力.......................................................................................... 36 

７－６．『給与メニュー』『単独年調メニュー』― データ入力 ....................................................... 52 

７－７．『給与メニュー』『単独年調メニュー』－内容確認(仮処理） .............................................. 77 

７－８．『外部出力メニュー』－ 内容確認（仮処理） .................................................................... 88 

７－９．『給与メニュー』『単独年調メニュー』－内容確認（本処理） ............................................ 93 



1 

７．１２月年末調整処理作業 

７－１．DCS 年末調整処理について 

１．年末調整処理対象者について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）在職者（休職者含む）  

年調者（年末調整処理対象者）になります。 

   ただし、以下の条件に該当する方は非年調者（年末調整処理非対象者）になります。 

  ＜非該当＞ 

・税表区分「甲欄」以外の方（「乙欄」の方等） 

 （年末調整時「年調区分」（※１）に「２：年調指示」の登録をした人は除く） 

・年間給与額（年間総支給額より非課税額を除いた金額）が 2000 万円超 

・既退職者（「２）既退職者」参照） 

・年末調整時「年調区分」（※１）に「１：非年調者」の登録をした方 

 

２）既退職者（当年の年末調整処理より前に退職日の登録を行った方） 

非年調者になります。 

ただし、年末調整時「退職後支給」（※３）にチェックがある場合は年調者となりま

す。また、退職時に途中年末調整処理を行った方は当時の処理結果と同様に、年調者

あるいは非年調者になります（「４）途中年末調整処理対象者」参照）。 

（注）年末調整時に、既退職者を計算対象者にすると年調者になることがあります。 

 

（注）退職登録後であっても課税対象額、社会保険、所得税の各年間累計金額の調整 

     は可能となり、『源泉徴収票』にも反映します。 

 

（注）今年支給のない昨年以前の退職者は、年末調整の処理対象外です。 

     （年調者にも非年調者にもなりません） 

 

年途中の
年末調整は？

税表
区分

年末調整「区分」 年間給与額
年末調整
結果

○計算対象者 甲欄 0 年調対象者 2000万以下 年調者

1)在職者 2 年調指示 2000万超 非年調者

2)既退職者 1 非年調者 - 非年調者

（「退職後支給※３」にチェックした方） 0 年調対象者 - 非年調者

3)当月退職者 1 非年調者 - 非年調者

（「退職即支給停止※２」にチェックしなかった方） 2 年調指示 2000万以下 年調者

2000万超 非年調者

×計算対象外 2000万以下 年調者

2)既退職者 2000万超 非年調者

（「退職後支給※３」にチェックしなかった方）

3)当月退職者

（「退職即支給停止※２」にチェックした方）

給与計算の対象者？

年調指示した

１度も年調指示
していない

非年調者
（退職者）

甲欄
以外
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３）当月退職者（年末調整時に退職日の登録を行った退職者） 

年調者になります。 

ただし、「退職即支給停止」（※２）にチェックがある場合には非年調者となります。 

（注）単独年末調整処理の場合、１２月当月退職者は非年調者となります。年調者に

したい場合は、単独年末調整処理時に「退職後支給」（※３）にチェックが必要

です。また、単独年末調整処理時に退職登録をした場合は非年調者となり、年

調者にしたい場合は「年調区分」（※１）に「２：年調指示」の入力が必要です。 

 

４）途中年末調整処理対象者（年の途中で出国年調・死亡年調を行った方） 

当年の年末調整は終了しているため、年調時に改めて年末調整処理は行いません。 

    年の途中で年末調整処理を行った時と同様の結果になります。 

（注）人事・金額にデータの変更があった場合は、「年調区分」（※１）に 

「２：年調指示」の入力がないと、再度年末調整の計算は行われません。 

さらに、既退職者の場合は「退職後支給」（※３）にもチェックが必要です。 

 

（注）年の途中で年末調整処理を行った方は、 

  １２月の年末調整仮処理結果で「市区町村コード_現在」（※４）が「999999」と

なっていることを確認してください。 

「999999」以外は eLTAXデータの作成対象となりますので、非居住者などで eLTAX

データの作成対象外とする場合は、「市区町村コード（現在）」（※４） に 

「999999」登録をお願いします。 

 

「年調区分」（※１）    ・・・ 『給与計算』⇒『給与メニュー』－「年末調整情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※１） 
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「退職即支給停止」（※２）  ・・・ 『給与計算』⇒『給与メニュー』－「制御情報」 

「退職後支給」（※３）    ・・・ 『給与計算』⇒『給与メニュー』－「制御情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市区町村コード（現在）」（※４） ・・・ 『給与計算』⇒『給与メニュー』－「給与基本情報」 

 

 

（※２） 
（※３） 

（※４） 
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２．年末調整時の自動判断について 

１）年間給与額 2,000 万円超チェック 

     税表区分「甲欄」の方で、年間給与額（年間総支給額より非課税額を除いた金額）

が 2,000 万円を超えた場合、DCS にて自動判断し非年調者として扱います。  

 

２）配偶者控除の合計所得金額チェック 

    「控除対象配偶者区分」１.２.A.B（扶養「１：控除対象扶養親族（控配・年少

含む）」で登録）、かつ、配偶者の合計所得金額が 58 万円以下の場合、合計所得

金額に応じて自動判断し、配偶者控除を以下のとおり受けます。 

 

２）－１ 合計所得金額が 900 万以下の場合、DCS にて自動判断し配偶者控除を満額

受けます。 

      ⇒ 「控除対象配偶者区分」が A.B の場合、 W230/W231 のいずれかの 

メッセージがでます。 

（＜配偶者控除・配偶者特別控除の結果メッセージ＞参照） 

 

２）－２ 合計所得金額が 900 万超～1000 万円以下の場合、DCS にて自動判断し 

段階的に配偶者控除を受けます。 

      ⇒ 「控除対象配偶者区分」が１.２の場合 W234/W235/W236/W237 の 

いずれかのメッセージがでます。 

（「＜配偶者控除・配偶者特別控除の結果メッセージ＞参照） 

 

３）配偶者控除・配偶者特別控除の合計所得金額 1,000 万円超チェック 

      「控除対象配偶者区分」に関わらず、合計所得金額が 1,000 万円を超えた場合、 

DCS にて自動判断し配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けることができなく

なります。  

 

＜  「控除対象配偶者」区分について＞ 

 

㋑ 

 

 

㋑ 

 

 

㋑ 

 

 

㋑ 

 

 

㋑ 
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（注）自動判断後の 控除対象配偶者区分の取り扱い 

自動判断により、お客様が登録した配偶者の「家族情報」（扶養、源泉控除対象配

偶者）と異なる内容で計算を行った場合でも、お客様が登録した「家族情報」そ

のものは自動変更しません。 

変更する必要がある場合は、『人事メニュー』－「家族情報」にて配偶者の情報変

更を行ってください。 

 

４）寡婦・ひとり親の合計所得金額 500 万円超チェック 

    寡婦・ひとり親で「寡婦・ひとり親」（『給与メニュー』－「給与基本情報」）の登

録が「１：一般の寡婦（毎月の税計算に反映する）」「２：一般の寡婦（毎月の税計

算に反映しない）」「４：ひとり親（毎月の税計算に反映する）」「５：ひとり親（毎

月の税計算に反映しない）」のいずれかの場合、合計所得金額が 500 万円を超えた

場合は、寡婦・ひとり親：非該当となります。 

   （「寡婦・ひとり親」（『給与メニュー』－「給与基本情報」）の登録は、「７－５．

『給与メニュー』－データ入力 ③寡婦・ひとり親」参照） 

 

  ※「６：寡婦（住民税のみ該当）」「７：ひとり親（住民税のみ該当）」は、年末調整時

の合計所得金額が 500 万円以下であれば住民税のみ控除を受けられる可能性があり

ます。500 万円を超えた場合は、寡婦・ひとり親：非該当とし、以下メッセージを

表示いたしますのでご確認ください。 

W216 給与所得控除後の金額が５００万円を超えています。寡婦に該当するかご確認ください 

W245 給与所得控除後の金額が５００万円を超えています。ひとり親に該当するかご確認ください 

 

５）勤労学生の合計所得金額 85 万円超チェック 

合計所得金額が 85 万円を超えた場合、DCS にて自動判断し、勤労学生控除を 

受けることができなくなります。 

 

（注）自動判断後の寡婦・ひとり親、勤労学生の取り扱い 

自動判断により、お客様が登録したコードと異なる内容で計算を行った場合でも、

お客様が登録したコードそのものは自動変更しません。 

変更する必要がある場合は、１月以降に『給与メニュー』－「２．個人別入力・

属性」「給与基本情報」にて変更を行ってください。 

 

６）住宅借入金等特別控除の 1000 万円超チェック 

住宅借入金等特別控除の適用区分または適用区分２が以下の場合に、本人合計所

得が 1,000 万円を超えた場合、DCS にて自動判断し、住宅借入金等特別控除を受

けることができなくなります。 

 ・「特例特別特例」（「Ｇ」、「Ｈ」、「Ｉ」のいずれか） 

 ・「特例居住用家屋」「特例認定住宅等」（「Ｊ」、「Ｋ」、「Ｌ」のいずれか） 

 

㋑  
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３．還付金の取り扱い 

同時年末調整を行い還付となった場合の還付金は、年末調整時に作成する「給与（賞

与）明細書」（単独年末調整の場合は「年末調整明細書」）の『所得税』欄にマイナス

表示いたします。追徴になった場合は、『所得税』欄にプラス表示します。 

また、同時年末調整の場合、DCS では基本的に１２月の所得税は算出せず年末調整

処理を行っています。（所得税基本通達 法第１９０条３項） 
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７－２．『給与メニュー』『単独年調メニュー』 － 支給日登録 

・「同時年末調整」の場合 

年末調整処理を行う『給与メニュー』（『賞与メニュー』）にて、「支給日登録」を必ず

行ってください。 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「１．作業開始」「支給日登録」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「支給日登録」済の場合、「人事連携」ボタンを押下してくだい。 

  

必ずチェックをしてください。チェックがないと年末調整処理が行われません。 

※チェックをせず、１２月給与（賞与）仮処理をすると１２月単月の所得税を確認するこ

ともできます。ただし、確認後は、再度チェックをすることを忘れないでください。 

「人事連携なし」にチェックがついている場合、『人事メニュー』にて登

録いただいた「家族」情報は、『給与メニュー』に引き継がれません。 
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・「単独年末調整」の場合 

『単独年調メニュー』にて、データ入力前に「支給日登録」を必ず行ってください。 

 『給与計算』⇒『単独年調メニュー』－「１．作業開始」「支給日登録」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「支給日登録」済の場合、「人事連携」ボタンを押下してくだい。 

 

 

「人事連携なし」にチェックがついている場合、『人事メニュー』にて登録い

ただいた「家族」情報は、『単独年調メニュー』に引き継がれません。 

「支給年月日」は支払を行う実際の支給年月日、「支給対象年月」

は処理日程に関わらず年末調整処理対象年の１２月（「２０XX

年１２月」（20XX/12））を入力してください。 

還付追徴金を「振込」か「お客様にて現金支給」するかを選択します。 

「振込」の場合は、さらに「振込方法」を選択します。 
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７－３．年末調整事務サービスの納品データの外部取込手順  

☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様は P12～の手順をご覧ください。 

★年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

必ず支給日登録（７－２．『給与メニュー』（『単独年調メニュー』－「支給日登録」参

照）を行ってから、ご契約に合わせて、以下納品データの外部取込をしてください。 

１．納品データの確認、準備作業 

★年末調整事務サービス(北海道) 〔前処理〕ご利用のお客様 

１）データ納品日に、DCS よりご担当者様宛てに納品データ（添付ファイル）を 

E メールにて送付します。 

  ２）E メールは２通送信されます。 

   【１通目】納品データ（添付ファイル）のメール 

   【２通目】パスワードの通知メール 

 ３）【１通目】の納品データ（添付ファイル）を【２通目】のパスワードで解除します。 

 ４）納品データ（添付ファイル）の中には、以下２つのエクセルファイルがあります。 

・『XXXX-XXX【取込】PRO_20yy 年度.xlsx』…PROSRV へ取込用のファイル 

・『XXXX-XXX【ご参考】納品リスト_20yy 年度.xlsx』…ご参考ファイル 

   ４）のエクセルファイルのパスワードは、以下で確認し解除してください。 

    PROSRVお客様サイト 各種ドキュメント＞個社別フォルダ＞XXXX-XXX 

『【XXXX-XXX】SNyy_年末調整事務サービス_ご案内資料.pdf』 

    「概要とスケジュール」 

※XXXX-XXX … お客様番号 ‐ 会社番号 （例）A999-001 

※PRO_20yy 年度／SNyy … yy ＝ 西暦下２桁（20yy 年） 

『【XXXX-XXX】SNyy_年末調整事務サービス_ご案内資料.pdf』「概要とスケジュール」 

パスワード 
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２．納品データ『XXXX-XXX【取込】PRO_20yy 年度.xlsx』の外部取込手順 

★年末調整事務サービス(北海道) 〔前処理〕ご利用のお客様 

＜納品データ取込手順＞ 

『人事管理』⇒「外部連携メニュー」－「ファイル取込指示」 

 

 

 

 

 

 

                

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※②⑤の定義が表示されていない場合は、権限を確認してください。 

（『環境設定』⇒『システム管理メニュー』－「ユーザ管理」にて確認可能） 

① 「参照」をクリックし、納品データ『XXXX-XXX【取込】PRO_20yy 年度.xlsx』

を選択してください。 

②「 BPO211 年末調整事務サービス納品データ（1.人事・金額）」のチェック 

ボックスにチェックしてください。 

③「取込｣を押下します。 

④「再読込」ボタンを押下し、「ステータス」が『正常終了』となるまで、画面を 

再表示させてください。 

⑤ 続いて、①「参照」をクリックし、納品データ『XXXX-XXX【取込】PRO_20yy 年

度.xlsx』を選択し、「BPO221 年末調整事務サービス納品データ（2-a.家族）」にチ

ェックし「取込」してください。 

 

※納品データを取り込むと『人事メニュー』『給与メニュー』にデータが取り込まれます

（『20yy 年 年末調整事務サービス PROSRV on Cloud 操作手順』参照） 

５ 

１ 

２ 

３ ４ 
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※納品データ取り込み後、エラーリスト等が出力された場合は P18 ～「３．納品データ

取り込み時エラーリスト、編集リストの対応方法」を参照 

 

※『XXXX-XXX【ご参考】納品リスト_20yy 年度,xlsx』については、P21～「４．納品デ

ータ『XXXX-XXX【ご参考】納品リスト_20yy 年度.xlsx』の確認」を参照 

 

 

 

※DCS へ申告書や証明書の送付後にデータの変更等が必要になった場合 

★年末調整事務サービス(北海道)〔前処理〕ご利用のお客様 

DCS への送付が間に合わなかった申告書や各種証明書の提出を従業員より受けたり、

従業員に子供が生まれた等の事情によりデータの追加や修正が発生した場合は、前頁

「２．納品データ『XXXX-XXX【取込】PRO_20yy 年度.xlsx』の外部取込手順」を実

施後に、「７－５．『人事メニュー』～」の手順にそって『人事メニュー』『給与メニュ

ー』の修正を行ってください。 
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★年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様は P9～の手順をご覧ください。 

 

☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

必ず支給日登録（７－２．『給与メニュー』（『単独年調メニュー』－「支給日登録」参

照）を行ってから、ご契約に合わせて、以下納品データの外部取込をしてください。 

１．納品データの確認、準備作業 

☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

１）データ納品日に、DCS よりご担当者様宛てに以下①②いずれかのパターンの E メ

ールを送付します。 

２）E メールは２通送信しますので、『XXXX-XXX【取込】PRO_20yy 年度.xlsx』

『XXXX-XXX【ご参考】納品リスト_20yy 年度.xlsx』２つのエクセルファイルを

ご用意ください。 

 ＜①ダウンロード URL付きのメールの場合＞ 

   【１通目】ダウンロード URL／メールアドレスの通知メール 

   【２通目】パスワードの通知メール 

  ⇒【１通目】の URLをクリックし、【１通目】のメールアドレスと 

【２通目】のパスワードを入力してファイルをダウンロードします。 

   ＜②添付ファイル付きメールの場合＞ 

   【１通目】納品データ（添付ファイル）のメール 

   【２通目】パスワードの通知メール 

⇒【１通目】の納品データ（添付ファイル）を【２通目】のパスワード 

で解除します。 
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 ３）２）の２つのエクセルファイルのパスワードを解除します。 

・『XXXX-XXX【取込】PRO_20yy 年度.xlsx』 … PROSRV へ取込用のファイル 

・『XXXX-XXX【ご参考】納品リスト_20yy 年度.xlsx』 … ご参考ファイル 

   ３）のエクセルファイルのパスワードは、以下で確認し解除してください。 

    PROSRVお客様サイト 各種ドキュメント＞個社別フォルダ＞XXXX-XXX 

『【XXXX-XXX】SNyy_Web 年末調整事務サービス_ご案内資料.pdf』 

    「概要とスケジュール」 

※XXXX-XXX … お客様番号 ‐ 会社番号 （例）A998-001 

※PRO_20yy 年度／SNyy … yy ＝ 西暦下２桁（20yy 年） 

『【XXXX-XXX】SNyy_Web 年末調整事務サービス_ご案内資料.pdf』「概要とスケジュール」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パスワード 
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２．納品データ『XXXX-XXX【取込】PRO_20yy 年度.xlsx』の外部取込手順 

☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

＜納品データ取込手順＞ 

『関連システム』⇒『Ｗｅｂ年調メニュー』－「前処理結果ファイル取込指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※②⑤の定義が表示されていない場合は、権限を確認してください。 

（『環境設定』⇒『システム管理メニュー』－「ユーザ管理」にて確認可能） 

 

① 「参照」をクリックし、納品データ『XXXX-XXX【取込】PRO_20yy 年度.xlsx』

を選択してください。 

  ② 「BPO111 1.人事・金額データ取込用」のチェックボックスにチェックして 

ください。 

  ③  ｢取込｣を押下します。 

    ④ 「再読込」ボタンを押下し、「ステータス」が『正常終了』となるまで、画面を 

再表示させてください。 

 

６ 

 

 

３ ４ 

 

１ 

 

２ 

５ 

 



15 

  

⑤続いて、①「参照」をクリックし、納品データ『XXXX-XXX【取込】PRO_20yy 年

度.xlsx』を選択し、「BPO121 2-a.家族データ取込用」を同様に「取込」してくだ

さい。 

⑥「本人差分チェックリスト」「家族差分チェックリスト」は、従業員が申請、または 

DCS が修正したデータを出力します。「２．納品データ『XXXX-XXX【取込】

PRO_20yy 年度.xlsx』の外部取込後出力したチェックリストと、従業員サイトを締

める直前に出力したチェックリスト（６－１．各種申告書の回収「２．従業員入力

データの確認」参照）を比較することで、従業員が申請したデータと DCS にて修正

したデータを比較することができます。 

 また、「保険料差分チェックリスト」は、従業員が申請したデータと DCS にて修正

したデータとの差分を出力します。 

 

※納品データを取り込むと以下のとおりデータが取り込まれます 

・Web 申請者（従業員 Web 年調画面にて申請する方） 

納品データを取り込むと『人事メニュー』『給与メニュー』『Web 年調メニュー』（「申

告書情報」）にデータが取り込まれます。（『Web 年末調整申告サービス 操作マニュア

ル(管理者様用)』「8．結果反映」参照） 

・紙申請者（紙の申告書を管理者が印刷し、紙の申告書で申請する方） 

   納品データを取り込むと『人事メニュー』『給与メニュー』にデータが取り込まれます。 

 

👤従業員申請システムご利用のお客様の場合以下のとおりデータが取り込まれます。 

・Web 申請者（従業員 Web 年調画面にて申請する方） 

納品データを取り込むと『給与メニュー』『Web 年調メニュー』（「申告書情報」）『人

事メニュー』「人事管理」－「家族情報」（「年度（年間所得見積額）」「年間所得見積

額」「退職金受給年度」「退職所得を除いた年間所得見積額」のみ）にデータが取り込

まれます。 

・紙申請者（紙の申告書を管理者が印刷し、紙の申告書で申請する方） 

   納品データを取り込むと『人事メニュー』『給与メニュー』にデータが取り込まれます。 

 

※納品データ取り込み後、エラーリスト等が出力された場合は、「３．納品データ取り込

み時エラーリスト、編集リストの対応方法」を参照 

 

※『XXXX-XXX【ご参考】納品リスト_20yy 年度.xlsx』については、「４．納品データ

『XXXX-XXX【ご参考】納品リスト_20yy 年度.xlsx』の確認」を参照 
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※DCS へ申告書や証明書の送付後にデータの変更等が必要になった場合 

☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

 DCS への送付が間に合わなかった申告書や各種証明書の提出を従業員より受けたり、 

従業員に子供が生まれた等の事情によりデータの追加や修正が発生した場合は、前頁 

「２．納品データ『XXXX-XXX【取込】PRO_20yy 年度.xlsx』の外部取込手順」を実 

施後に、「７－５．『人事メニュー』～」の手順にそって『人事メニュー』『給与メニュ 

ー』の修正を行った後、さらに、『Web 年調メニュー』「申告書情報管理」（「本人情報」 

「家族情報」「保険情報」「配偶者控除等情報」「住宅借入金等特別控除情報」）にもご 

入力が必要です。 

（正しい申告書データ管理のため） 

 

☆Web 年末調整事務サービス(北海道)かつ👤従業員申請システムご利用 

DCS への送付が間に合わなかった申告書や各種証明書の提出を従業員より受けたり、 

従業員に子供が生まれた等の事情によりデータの追加や修正が発生した場合は、前頁 

「２．納品データ『XXXX-XXX【取込】PRO_20yy 年度.xlsx』の外部取込手順」を実

施後に、従業員から申請があり、承認者によって承認され、『人事メニュー』『給与

メニュー』にデータが反映された場合、「人事連携」（『関連システム』⇒『Web 年調メニ

ュー』「人事・続柄連携」）を実施すると、『Web 年調メニュー』「申告書情報管理」（「本

人情報」「家族情報」）にも反映されます。ただし、「申告書情報管理」（「保険情報」

「配偶者控除等情報」「住宅借入金等特別控除情報」）にはご入力が必要です。 

（正しい申告書データ管理のため） 

 

『関連システム』⇒『Ｗｅｂ年調メニュー』－「申告書情報管理」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

※納品データ『XXXX-XXX【取込】PRO_20yy 年度.xlsx』取込後の「締め処理」画面 

☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

 納品データ『XXXX-XXX【取込】PRO_20yy 年度.xlsx』の外部取込をすると、『Web 年

調メニュー』「締め処理」画面が、「反映完了」のステータスになります。 

 その後、👤従業員申請システムご利用のお客様は、「反映完了」のステータスで、Web

年調画面の「人事連携（更新）」をすることで Web年調画面を最新の人事情報に更新する

ことができます。 

『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』－「締め処理」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

３．納品データ外部取込時エラーリスト、編集リストの対応方法 

★年末調整事務サービス(北海道)☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

１）エラーリスト_[人事家族情報]が出力された場合   

「BPO221 年末調整事務サービス納品データ（2-a.家族）」「BPO121 2-a.家族データ取

込用」を取り込み後、エラーリスト_[人事家族情報]が出力された場合、家族情報（人事

タブ）と「再取込用家族データ」とどちらが正しいか確認してください。 

「再取込用家族データ」が正しい場合は、メッセージに従い、ファイル取込指示画面（人

事タブ）にて「再取込用家族データ」を取り込む（次頁※「再取込用家族データ」取込

手順参照）か、家族情報（人事タブ）画面から直接修正してください。 

・【更新エラー】：申告書印字（従業員サイト公開）時に登録済だった家族に対するエラー 

・【追加エラー】：申告書印字（従業員サイト公開）後に登録した家族に対するエラー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エラーメッセージ 

【
更
新
エ
ラ
ー
】 

【更新エラー】更新対象の家族を特定できませんでした（家族情報（人事タブ）と本人による

扶養控除情報の申請とで、生年月日または氏名が不一致）。 

家族情報（人事タブ）と「再取込用家族データ」のどちらが正しいか確認してください。家族

情報（人事タブ）が正しい場合は再取込不要です。 

「再取込用家族データ」が正しい場合は、家族情報（人事タブ）の家族ＩＤと一致しているこ

とを確認のうえ、ファイル取込指示画面（人事タブ）にて「再取込用家族データ」を取り込む

か、家族情報（人事タブ）画面から直接修正してください。 

【
追
加
エ
ラ
ー
】 

【追加エラー】新規追加した家族を特定できませんでした（家族情報（人事タブ）と本人によ

る扶養控除情報の申請とで、生年月日または氏名が不一致）。 

家族情報（人事タブ）と「再取込用家族データ」のどちらが正しいか確認してください。家族

情報（人事タブ）が正しい場合は再取込不要です。 

「再取込用家族データ」が正しい場合は、家族情報（人事タブ）の家族ＩＤを「再取込用家族

データ」に追記し、ファイル取込指示画面（人事タブ）にて取り込むか、家族情報（人事タブ）

画面から直接修正してください。 

※ 
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※「再取込用家族データ」取込手順 

「再取込用家族データ（人事メニューにて取込を実施して下さい）_YYYYMMDDHHMMSS.xlsx」 

のファイルを開いて、取込データを確認してください。 

取込データを取り込んでデータ更新してよい場合は、以下の手順にて取込してくださ

い。 

『人事管理』⇒『人事メニュー』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「取込ファイル設定」の「追加」ボタンを押下し、以下のとおり設定する 

  ・取込ファイル定義ＩＤ、定義名は、任意のＩＤ、名称を登録 

  ・取込レイアウトは「JNJ010 家族情報」 

・取込開始位置を「2」に変更 

 

②「ファイル取込指示」より「再取込用家族データ（人事メニューにて取込を実施して下さい）

_YYYYMMDDHHMMSS.xlsx」ファイルを取り込む 

 

 

１ 

 

 ２ 
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２）01_編集リストファイルが出力された場合   

 家族の住所に３１文字以上の登録をした従業員がいた場合、「 BPO211 年末調整事

務サービス納品データ（1.人事・金額）」を取込後に出力されます。 

 01_編集リストの「編集後」の住所でデータが取り込まれていますので、ご確認いただ

き問題がある場合は、「家族情報」画面より直接「漢字住所」を修正ください。 

 

                   ↓ 

 

 

『人事管理』⇒『人事メニュー』－「家族情報」 

  

  「編集後」データが「漢字住所」に取り込まれています。 
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４．納品データ『XXXX-XXX【ご参考】納品リスト_20yy 年度.xlsx』の確認 

★年末調整事務サービス(北海道)☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

対象者がいない場合は、各シートに「対象者なし」と表示されますので確認不要です。 

 

１）「配偶者有無不整合一覧」シートの確認 

配偶者有無が正しいかの確認をしてください。 

   配偶者有無は、「家族情報」より自動更新されますが、年末調整事務サービスでは、 

控除対象ではない配偶者がいる場合、扶養控除申告書に配偶者の記載がないため、 

配偶者のデータが作成できません。（配偶者控除等申告書に記載がある場合は、 

データを作成します） 

そのため、「配偶者有無不整合一覧」を参照し、「家族情報」の配偶者情報の登録、 

変更等をお願いします。（「家族情報」を使用していない場合は変更不要） 

 

『XXXX-XXX【ご参考】納品リスト_20yy年度.xlsx』「配偶者有無不整合一覧」シート 

 

 

 

 

 

 

 

「配偶者有無」（D 列）を確認し、配偶者の有無が正しければ、「家族情報」 

（『人事管理メニュー』）画面にて家族情報の登録、変更を行ってください。（次頁参照） 

「配偶者有無」（D 列）が誤っている場合は変更不要です。 

 

『人事管理』⇒『人事メニュー』－「家族情報」 
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（１）「配偶者有無」（D 列）が「有」で家族情報（E～I 列）がブランクの場合、 

配偶者の登録をします。 

  ※扶養対象外の配偶者（配偶者特別控除でもない）で名前が不明の場合の登録例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「配偶者有無」（D 列）が「無」で、家族情報（E～I 列）に表示がある場合、 

表示されているご家族を変更してください。 

例１：対象者が配偶者でない場合 

→「配偶者」を「非該当」に変更 

例２：対象者が離婚した元配偶者の場合 

→「離婚年月日」を登録 

（「扶養」は「控除対象」のままでも、扶養対象外になります） 

例３：対象者が亡くなった配偶者の場合 

→「死亡年月日」を登録 

 （「死亡年月日」が当年の場合、翌年以降自動的に扶養対象外になります） 

  ※家族情報の登録方法については、「７－４．『人事メニュー』－「家族」画面」を 

   ご参照ください。 
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２）「非居住扶養者」シートの確認 

  従業員が日本国内に非居住の扶養親族としてご申告された扶養者の一覧です。 

   該当扶養者の「親族関係書類」「送金関係書類」等、非居住扶養親族としての必要な証

明書類を従業員より回収し、ご確認ください。 

なお、証明書類の内容のチェックは DCS ではしておりませんので、お客様にて確認

をお願いします。 

※☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様で Web 申請者（従業員 Web

年調画面にて申請する方）は、証明書類を貼付した台紙を返却していますので、ご

確認ください。 

 

 

３）「家族変更者」シートの確認 

  DCS にて登録した家族の変更内容の一覧です。 

※☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様で Web 申請者（従業員 Web

年調画面にて申請する方）が申告した変更内容はこの一覧には表示されませんので、

「家族差分チェックリスト」（『Web 年調メニュー』－「チェックリスト出力」）を出力し、「家

族変更者」に記載されている方も含めて家族の変更内容をご確認ください。 

 

 

４）「本人所得確認リスト」シートの確認 

  「基礎控除申告書 兼 配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の配偶者

がおり本人所得欄に所得金額を記入していない方の一覧です。基礎控除はすべての申

告者が対象となり、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の記入が必要になり

ますので、申告書にご記入いただくよう従業員へお願いください。 

  ※☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様の Web 申請者（従業員 Web

年調画面にて申請する方）の場合、システム内でチェックされるため入力漏れはあ

りません。 
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７－４．Web 年調（自社運用）前処理結果ファイル取込指示手順 

◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

＜従業員入力後確認（チェック）作業、前処理結果ファイル取込手順＞ 

１．Web 申請者の申請データの確認（チェック） 

２．Web 申請者の「前処理結果ファイル」作成 

３．紙申請者の申請内容の確認（チェック）、データ入力（外部取込） 

４．「反映完了」（締め処理）ボタンの押下 

 

『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

３ 

 

 
２ 

 

 

５ 

 

 

４ 

 

 

６ 
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１．Web 申請者の申請データの確認（チェック） 

１）「受付管理」（任意） 

従業員より提出された各種申告書や各種証明書の「受領枚数」や「受領日」の受付

管理をすることができます。 

（「受付管理」の使用は任意。また、紙申請者の方も使用可能） 

① 『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「受付管理」 
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２）「ロック」（任意） 

Web 申請者の申請内容を確認するにあたり、従業員がデータを入力しないように 

「ロック」をかけることができます。「ロック」しなくても「確認」はできます。 

（「個人別進捗情報管理」もしくは「申告情報確認」画面より「ロック」可能） 

②『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「個人別進捗情報管理」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力ステータスが「入力（内容）確定」にチェックをして検索すると、検索された

内容確定済の従業員を複数名まとめて「ロック」することができます。 

 

③『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「申告情報確認」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ロック」したい従業員を選択し、ひとりずつ「ロック」します。 

 

https://stg.prosrv-web.jp/kyuyojinji/VIEW/taa/taaKbsKnr000.xhtml?nextScreenId=TAA_KBS_KNR_000&custSearchKbn=&cid=12
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３）申告内容の確認（チェック） 

Web 申請者の申請内容を確認（チェック）します。 

台紙の記載内容と証明書を確認、もしくは、画面(外部出力)と証明書を確認して 

正しく申請されているか「本人情報」「家族情報」「保険情報」「配偶者控除等情報」

「住宅借入金等特別控除情報」を確認します。 

③『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「申告情報確認」 
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４）「チェックリスト出力」 

従業員が入力したデータのチェックリストを出力することが可能です。 

必要に応じてご利用ください。 

④『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「チェックリスト出力」 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェックリスト名 内容 

保険料証明書後日送付チェック

リスト 

従業員が登録した保険料情報において、従業員が保険料証明書を 

「後日送付」として登録された保険をチェックする際に利用可能 

台紙対象者一覧チェックリスト  従業員サイトで証明書貼付用台紙を提出する対象者を抽出でき

るチェックリスト。従業員様から提出される台紙の到着確認用の

チェックリストとして利用可能。 

個人番号提出状況チェックリス

ト  

個人番号が未提出、及び従業員サイトで『提出済の個人 番号と変

更あり』とした従業員様と家族の一覧を出力。個人番号の早期回

収に利用可能。 

本人差分チェックリスト 

家族差分チェックリスト 

従業員サイト公開後、従業員様及び管理者様が変更したデータ

をチェックリスト及びデータとして出力。 

出力した時点と従業員サイト公開した時点との変更を出力。 

※ 従業員サイト公開後に出力可能。（👤従業員申請システムご

利用のお客様も出力可能） 

家族翌年差分チェックリスト  当年分と翌年分の家族データにおいて、差分のある家族データを

対象としたチェックリスト。（翌年家族データを入力させた場合） 

保険データ重複チェックリスト 従業員がアップロードした電子的控除証明書と同一契約保険と

思われる保険データがチェック可能。 

※ 『締め処理』画面において「電子的控除証明書利用」を"有"に

設定したお客様のみ表示 

※『外部出力メニュー』で設定することでデータ出力も可能です。 

Web 申請者のみ出力可能 

電子的控除証明書利用（「締め処理」）

が「有」の場合のみ表示 
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５）「確認」 

Web 申請者の申請内容に問題なければ「確認」ボタンを押下して確認します。 

申告情報確認者（「締め処理」にて選択）を「二人」にした場合は、２回「確認」ボ

タンを押下する必要があります。 

（「個人別進捗情報管理」もしくは「申告情報確認」画面より「確認」可能） 

②『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「個人別進捗情報管理」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認ステータスが「未確認」にチェックをして「検索」すると、「確認」されていな

い従業員が表示されます。「確認」ボタンを押下することで、複数名まとめて「確認」

することができます。 

③『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「申告情報確認」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確認」したい従業員を選択し、ひとりずつ「確認」ボタンを押下します。 

https://stg.prosrv-web.jp/kyuyojinji/VIEW/taa/taaKbsKnr000.xhtml?nextScreenId=TAA_KBS_KNR_000&custSearchKbn=&cid=12
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＜申請データ修正方法＞ 

従業員の申請内容が証明書等と相違していた場合は、Web 申請者の申請データを修正す

る必要があります。 

 

「本人情報」「家族情報」の修正方法 

【管理者にて修正】 

  Web 年調画面 「社員管理」にて「内容確定解除」 

          ↓ 

  人事画面で修正（※） 

     ↓ 

  Web 年調画面で「人事連携（更新）」することで従業員画面へも反映（※） 

          ↓ 

  Web 年調画面「社員管理」にて「内容確定」 

     ↓ 

  Web 年調画面「申告書情報確認」（「個人別進捗情報管理」）にて「確認」 

  ※ 従業員様が「内容確定」前であれば、（※）の作業のみ 

 

 

👤従業員申請システムご利用のお客様 

【従業員にて申請することで修正】 

 従業員が従業員申請画面より申請、管理者にて承認することで、翌営業日に人事画面に

自動反映されます。さらに、従業員が「内容確定」前であれば、翌営業日に Web 年調

画面にも自動反映されます。 

 従業員が「内容確定」後の場合は、「締め処理」画面のステータスが「反映完了」になり

ましたら、管理者様が Web 年調画面で「人事連携（更新）」することで Web 年調画面

にも最新の人事情報が自動反映されます。 
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「保険情報」「配偶者控除等情報」「住宅借入金等特別控除情報」の修正方法 

【管理者にて修正】（管理者のみで作業が完了） 

  Web 年調画面「社員管理」にて「内容確定解除」 

     ↓ 

  Web 年調画面「申告書情報管理」にてデータ修正 

     ↓ 

  Web 年調画面「社員管理」にて「内容確定」 

     ↓ 

  Web 年調画面「申告書情報確認」（「個人別進捗情報管理」）にて「確認」 

     ↓ 

  Web 年調画面「帳票出力指示」より「年末調整 各種台紙」を再出力し、各種証明書

を再出力した台紙に貼り替える（貼り替えが難しい場合は、一緒に保管すれば良い） 

  

【管理者より「差戻」して従業員が修正】（管理者と従業員が作業） 

 【管理者】 

   Web 年調画面「申告書情報確認」（「個人別進捗情報管理」）にて「差戻」 

   台紙も必要に応じて従業員へ差戻（送付） 

     ↓ 

 【従業員】 

   従業員サイトより、修正、再申請 

   台紙も再印刷し、再提出 

     ↓ 

 【管理者】 

   Web 年調画面「申告書情報確認」（「個人別進捗情報管理」）にて「確認」 
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２．Web 申請者の「前処理結果ファイル」作成 

  Web 申請者の申請データの「確認」が終わりましたら、１）「前処理結果ファイル」

を作成し、２）「前処理結果ファイル取込指示」より取込むことによって、『人事メニ

ュー』「人事管理」－「家族情報」（「年度（年間所得見積額）」「年間所得見積額」「退

職金受給年度」「退職所得を除いた年間所得見積額」のみ）『給与（賞与）メニュー』

へデータが引き継がれます。 

  【注意】実施前に年末調整を行なう処理の支給日登録をしてください。 

１）「前処理結果ファイル」を作成 

  ⑤『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「締め処理」 

 

 「保険データ重複チェック」（１．４）「チェックリスト出力」参照）を実施して、 

従業員がアップロードした電子的控除証明書と同一契約保険と思われる保険データが

二重登録されていないかチェックし、「実施済み」を選択します。 

（「実施済み」にしないと「前処理結果ファイル作成」ボタンは押せません） 

 続いて、「前処理結果ファイル作成」ボタンを押下し、「再読込」ボタンを何度か押下 

するとファイルに『前処理結果ファイル.xlsx』（※）が作成されます。作成されたエク 

セルファイルは、一度デスクトップなどの他の場所にダウンロードし、保存します。 

※ 

電子的控除証明書利用（「締め処理」）

が「有」の場合のみ表示 
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（※）『前処理結果ファイル.xlsx』例 

『前処理結果ファイル.xlsx』には次の３sheet がありますが、２）「前処理結果ファイ

ル取込指示」では sheet は指定する必要はなく、『前処理結果ファイル.xlsx』を取り

込んでください。 

「人事情報.sheet」 

 

「金額情報.sheet」 

 

「家族情報.sheet」 

 

 

２）「前処理結果ファイル取込指示」より取込  

⑥『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「前処理結果ファイル取込指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①②定義が表示されていない場合は、権限を確認してください。 

（『環境設定』⇒『システム管理メニュー』－「ユーザ管理」にて確認可能） 

デスク

トップ

などに

保存し

た『前

処理結

果ファ

イ

ル.xlsx

』を、

「ファ

イルの

選択」

１ 

 

 ２ 

 

 

※ ※ 
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デスクトップなどに保存した『前処理結果ファイル.xlsx』を、「ファイルの選択」ボ

タンより選択し、①「ASP111 1.人事・金額データ取込用」の定義に☑（チェック）

をして、「取込」ボタンを押下して取込ます。 

 同様に、デスクトップなどに保存した『前処理結果ファイル.xlsx』を、「ファイル

の選択」ボタンより選択し、②「ASP121 2-a.家族データ取込用」の定義に☑（チェ

ック）をして、「取込」ボタンを押下して取込ます。 

  ステータスが「正常終了」したら、『取込結果ファイル.xlsx』（※）を確認してくださ

い。 

 

（※）『取込結果ファイル.xlsx』例 

取り込んだ件数等が確認できます。 

① 「ASP111 1.人事・金額データ取込用」

 
② 「ASP121 2-a.家族データ取込用」 

 取込件数が 0 件のこともあります（「年度（年間所得見積額）」「年間所得見積額」「退職

金受給年度」「退職所得を除いた年間所得見積額」の取込のため）ので、「正常終了」し

たことをご確認ください。 

 また、「取込結果情報」に『再取込用家族データ.xlsx』が作成された場合は、内容を確

認して取込してください。 

 

 

※「前処理結果ファイル」の作成・取込は Web 申請者の「確認」が終わった従業員の分

から行うことができますので、何度でも作成・取込が可能です。よって、「確認」が終了

した従業員の分から先に行っても、すべての従業員の「確認」が終わってから一度だけ

おこなっても問題ありません。 

ただし、「前処理結果ファイル」を作成した場合は、「前処理結果ファイル取込指示」 

より必ず取込まで実施してください。 
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３．紙申請者の申請内容の確認（チェック）、データ入力（外部取込） 

紙申請者の各種申告書を回収したら、申告内容の確認（チェック）を行ってください。 

確認が終了後、『人事メニュー』『給与メニュー』画面へ直接入力ください。 

（外部取込にて取り込むことも可能） 

データの入力方法の詳細は「７－５．『人事メニュー』」～参照してください。 

※紙申請者の申告書情報は、Web 年調画面にご登録いただく必要はありません。 

  （ご登録いただいたとしても問題はございませんが、紙申請者の申告書は別途 

お客様にて保管ください） 

 

 

４．「反映完了」（締め処理）ボタンの押下 

すべての Web 申請者の申請データを確認（チェック）し、「前処理結果ファイル」を

作成、「前処理結果ファイル取込指示」より取込が完了したら、「反映完了」ボタンを

押下して「反映完了」のステータスにします。 

（すべての Web 申請者の申請データの確認と取込が終わっていないと、「反映完了」

ボタンはグレーアウトし押下できません） 

 

その後、「反映完了」のステータスで、Web 年調画面の「人事連携（更新）」をするこ

とで Web 年調画面を最新の人事情報に更新することができます。 

  ⑤『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「締め処理」 
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７－５．『人事メニュー』― データ入力 

 「同時年末調整」「単独年末調整」ともに『人事メニュー』にて必要な人事情報を 

ご入力ください。 

１） 人事マスタ入力 

  人事情報を画面より入力します。  
 
『人事管理』⇒『人事メニュー』－「人事マスタ入力」 
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（１）「基本」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 漢字氏名（戸籍）／ カナ氏名（戸籍） 

登録のある場合は、『源泉徴収票』等の氏名にこちらが表示されます。 

 

②生年月日 

※ eLTAXをご利用のお客様は年末調整時より当欄が必須項目となります。 

未入力の場合、仮処理にてエラーメッセージが表示されます。 

  （生年月日に登録がない場合、PCdeskへの取り込み時にエラーとなります） 

 

③ 障害者 

一般障害者、特別障害者の場合は、それぞれ障害者控除をうけます。 

 

④ 退職年月日／退職連携開始年月日 

年末調整処理までに退職処理をした方は、『給与支払報告書』の摘要欄に「普通徴

収：退職等」と自動的に表示します。（「普通徴収：退職等」の表示を消すことは 

できません）  

 

１ 

４ 

 
２ 

 
３ 
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（２）「住所」画面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 住民票所在地 

  こちらに登録のある場合は、『源泉徴収票』等にこちらが表示されます。 

  翌年１月１日までの住所の異動がわかっている場合は、「追加」ボタンより適用開始 

  年月日・翌年１月１日現在の住所をご登録ください。なお、同時年末調整、単独年末 

調整処理時は、人事連携の際に住所情報基準日時点ではなく、翌年の１月１日時点の 

住所を自動的に連携します。 

※ 漢字とカナの関係について 

漢字とカナの名称はリンクしていません。漢字住所（住民票）のみに住民票の住所を登

録し、カナ住所（住民票）は登録しなかった場合は、漢字住所：住民票の住所、 

カナ住所：現住所のように表示の不整合が発生します。住民票住所および戸籍氏名の登

録をする場合は、必ず漢字・カナをセットでご入力ください。（カナ住所は省略可） 

 

★年末調整事務サービス(北海道) ☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

 従業員が住所の変更をした場合、従業員サイト公開時点で「現住所」と「住民票所在地」 

 の両方に登録がある方は「住民票所在地」のデータを、「現住所」のみに登録がある方は 

 「現住所」のデータを変更いたします。 

 （👤従業員申請システムご利用のお客様は除く） 

 納品された「住所」データを外部取込後、住所歴一覧にて「適用開始年月日」が 

 「20XX/12/01」の歴が追加されていることを確認いただけます。 

１ 
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（３）「家族」画面 

 

基本的には、税扶養している扶養家族の登録をしてください。（配偶者除く） 

＜登録時のポイント＞ 

・税扶養（合計所得金額が 58万円以下の方）している扶養家族の登録が必要です。 

・配偶者は、扶養していなくても登録が必要です。 

（配偶者有無を判断）（配偶者特別控除対象の方も、名前を『源泉徴収票』等に表示） 

・年少扶養親族の方の登録が必要です。 

（配偶者「非該当」、扶養「控除対象扶養親族」、直系尊属「非該当」で登録） 

 ・退職所得を含めると年間所得見積額が 58万円を超えるが、退職所得を除くと 

  58万以下となる方も登録してください。（扶養「対象外」） 

 ・特定親族特別控除対象の方も、登録が必要です。 

 （扶養「対象外」、年度「対象年度」、年間所得見積額「58万円超～123万以下」 ） 

◎Web マイナンバー管理サービスご利用のお客様の登録時のポイント 

 漢字氏名・カナ氏名・生年月日は、PROSRV も Web マイナンバー管理サービスも 

 全て登録し、かつ、同一内容としてください。登録内容のチェックは、「差分データチェ

ック」で可能です。 

１ 

５ 

４ 

６ 

８ 

１４ 

※ 

１１ 

１３ 

７ 

２ 

㋑ 

１０ 

３ 

１２ 

 

９ 

 



40 

※ 扶養情報（年末時点） 

「家族情報」を入力すると自動的に年末時点の扶養人数を算出します。 

 

＜配偶者の登録について＞ 

㋑「控除対象配偶者」は③生年月日④配偶者「該当」、⑤扶養、⑥源泉控除対象配偶者、

⑦配特控除年調反映の登録内容によって自動セットされます。 
扶養情報(20XX 年年末時点) 家族情報への登録内容 

㋑控除対象配偶者 ③生年月日 ④配偶者 ⑤扶養 ⑥源泉控除

対象配偶者 

⑦配特控除 

年調反映 

A：同一生計 70 歳未満  

 

 

該当 

 

 

 

１．控除対象扶養親族

（控配・年少含む） 

 

非該当 (入力不可) 

Ｂ：同一生計（老人） 70 歳以上 

１：源泉控除対象 70 歳未満 該当 (入力不可) 

２：源泉（老人）控除対象 70 歳以上 

３：源泉（配特）控除対象  

不問 

 

０．対象外 

 

 

該当 

反映しない 

C：源泉（配特）控除対象 

（年調時控除） 

反映する 

０：非該当 非該当 (入力不可) 

   

㋑「控除対象配偶者」区分について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・月例給与（賞与等）の所得税計算 

㋑「控除対象配偶者」区分が、「1：源泉控除対象」「2：源泉（老人）控除対象」「3：源泉 

（配特）控除対象」のときに扶養人数に１を加算して所得税計算を行います。 

 

・年末調整時の配偶者控除額・配偶者特別控除額の算出方法 

以下登録された㋑㋺㋩より判断し、配偶者控除・配偶者特別控除の額を算出します。 

㋑「控除対象配偶者」区分（家族情報の配偶者の登録より） 

㋺本人年間所得金額 （＝給与所得控除後の金額+(520)「本人合計所得加算額」） 

㋩ (515)「配偶者合計所得」 

⇒登録された㋑㋺㋩が不一致の場合、結果メッセージを出力します。 

（＜配偶者控除・配偶者特別控除の結果メッセージ＞参照） 

58 万円 

(123 万円) 

95 万円 

(160 万円) 
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① 漢字氏名 カナ氏名 

登録した通りに『源泉徴収票』等の「（源泉・特別）控除対象配偶者」「控除対象扶養親

族」「１６歳未満の扶養親族」欄に名前が表示されます。 

◎Web マイナンバー管理サービスにマイナンバーの登録があれば、マイナンバーも 

印字されます。（『源泉徴収票』（税務署提出用）、『給与支払報告書』のみ） 

 

② 非居住区分 

日本国内に居住していない親族については、非居住の登録をしてください。『源泉徴収票』等

の「区分」欄に 01～04等 のコードが印字されます。 

登録がない（ブランク）の場合には、「0：居住者」として扱います。 

  なお、非居住者の登録には、以下２点の確認が必要です。 

  ・扶養の申請時に「親族関係書類」（月次で控除を受けない場合は年末調整時） 

  ・年末調整時に「送金関係書類」 

◎Web マイナンバー管理サービスにも、「非居住区分」がありますが、こちらに登録 

をしても、『源泉徴収票』等には表示されませんのでご注意ください。 

 
 

★年末調整事務サービス(北海道) ☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様  

「親族関係書類」「送金関係書類」のチェック作業はしませんので、お客様にて 

確認作業をしてください。 

 

③ 生年月日 

  登録された生年月日より「年少扶養親族」「老人」「内）特定扶養親族」「特定親族」の判

断をします。   

 

④ 配偶者 

  配偶者に該当する方は、「該当」を登録してください。 

 

⑤ 扶養 

扶養者の合計所得金額が 58万円以下の方は、本人の所得にかかわらず「1：控除対象

扶養親族（控配・年少含む）」を登録してください。「1：控除対象扶養親族（控配・年

少含む）」の方は、『源泉徴収票』等の「（源泉・特別）控除対象配偶者」（本人の所得

1000万円超の方は表示されない）「控除対象扶養親族」「１６歳未満の扶養親族」欄に

氏名が表示されます。 

以下のケースに該当し、所得金額調整控除を受ける場合、「2：他の所得者控除を受け
る扶養親族等」の登録が必要です。所得金額調整控除を受けた場合、『源泉徴収票』等
の摘要欄に「氏名（調整）」が表示されます。 

・他の所得者の控除対象扶養親族である 23歳未満の人がいる 

・他の所得者の控除対象扶養親族である特別障害者に該当する人がいる 

   
 （例）「妻」が子を「2：他の所得者控除を受ける扶養親族等」で登録するケース 

夫 収入８５０万超      妻 収入８５０万 
   子を「扶養」として登録       子を「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」として登録 

            23歳未満の子 
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⑥源泉控除対象配偶者（配偶者「該当」の方のみ入力可） 

 源泉控除対象配偶者（配偶者の合計所得金額 95万以下、かつ、本人の所得 900万 

 以下）に該当する方は「該当」を登録してください。 

 

⑦配特控除年調反映 

（配偶者「該当」、扶養「対象外」、源泉控除対象配偶者「該当」の方のみ入力可） 

 年末調整時にのみ控除する場合は「反映する」にしてください。 

（初期値「反映しない」の場合は、年末調整時だけでなく給与等でも控除します） 

  

⑧ 年度（年間所得見積額）／年間所得見積額 

④配偶者が「0：非該当」、⑤「扶養」が「0：対象外」、③「生年月日」より自動   

算出した年末時点での年齢が 19歳以上 23歳未満の方の特定親族特別控除の判定に必

要な所得を年間所得見積額（58万円超 123万円以下）、年度に対象となる年度（令

和 7年の場合「2025」）を登録してください。 

年間所得見積額が 58万円超 100万円以下の場合、月例給与（賞与）からも控除が適

用されます。 

 

  ※「年間所得見積額」は、『給与メニュー』の(515)「配偶者合計所得」には連携され

ません。 

 

⑨ 退職金受給年度／退職所得を除いた年間所得見積額 

扶養が「0：対象外」、かつ、④配偶者「該当」の場合は退職所得を除いた年間所得見積額

が 133万円以下、④配偶者「非該当」の場合は退職所得を除いた年間所得見積額が 58

万円以下に該当する場合のみに登録が可能です。 

所得税上は、扶養控除を受けられないが、住民税上は扶養控除を受けられる方となりま

す。また、所得税上、扶養控除を受けられる場合は、住民税上も受けるので登録は不要で

す。 

 
 （例）2023年度の「妻」が退職所得を除いた年間所得見積額が 12万の場合 
   （退職所得を含めると年間所得見積額が 133万円を超える） 
   

 

 

 

 

 

※2024年度（翌年）には、当年 2024年度の内容のみ参照するため、削除不要。 
   ただし、2024 年度にも退職所得を除いた年間所得見積額があった場合は、 

退職金受給年度を 2024年にし、再入力が必要。 
 

⑩同居 

  本人あるいは配偶者と同居しているか同居していないかの登録をしてください。 

 「２：同居（障害者控除用）」は、本人あるいは配偶者とは同居していないが生計を 

一にする扶養家族と同居している特別障害者の方に登録をしてください。 

（同居特別障害者となります） 
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⑪直系尊属 

  本人もしくは配偶者の父母，祖父母，曾祖父母の場合は、「該当」を登録してくださ

い。 

 （子供や孫は、「非該当」を登録してください） 

 

⑫障害者 

 一般障害者、特別障害者の場合は、それぞれ障害者控除をうけます。 

 

⑬ 離婚年月日 

 「離婚年月日」を登録すると、⑤扶養が「1：控除対象扶養親族（控配・年少含む）」の

ままでも自動的に扶養対象外となります。 

 

⑭死亡年月日 

扶養親族等が年の途中で死亡された場合、当年は扶養控除を受けることができます。 

 「死亡年月日」を登録すると、⑤扶養が「1：控除対象扶養親族（控配・年少含む）」の

ままでも、翌年１月以降、自動的に扶養対象外となります。 

 

 

★年末調整事務サービス(北海道) ☆Web年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

 かつ、👤従業員申請システムご利用でないお客様 

納品された「家族」データを外部取込すると、家族情報一覧にて「適用開始年月日」    

が「20XX/12/31」の歴が追加されていることを確認いただけます。 

 

かつ、👤従業員申請システムご利用のお客様 

納品された「家族」データを外部取込すると、⑧年度（年間所得見積額）／年間所得

見積額、⑨退職金受給年度／退職所得を除いた年間所得見積額の登録があった場合、

歴は追加せず、当年度内の最新履歴（※）に追加します。 

 

 

◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

「前処理結果ファイル」を取込すると、⑧年度（年間所得見積額）／年間所得見積額、

⑨退職金受給年度／退職所得を除いた年間所得見積額の登録があった場合、歴は追加

せず、当年度内の最新履歴（※）に追加します。 

 

 

 

当年度内の最新履歴（※） 

2025 年の年末調整であれば、2025 年 12 月 31 日までで 1 番近い歴に追加されます。 

＜例＞2025 年 11 月 01 日 

   2025 年 12 月 01 日 ← 追加 

   2026 年 01 月 01 日 

      の３つ歴が存在した場合、2025 年 12 月 01 日に追加される。 
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（４）「扶養優先」画面（「家族」画面にて「家族」情報を登録している場合は、登録不要） 

 

（＜「扶養優先」情報から「家族」情報へ切り替えの手順 ＞は次頁参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 扶養優先情報 

「家族」画面で登録いただいた扶養情報の優先欄です。（従業員ごと） 

「扶養優先」画面にて登録があった場合でも、「家族」画面に家族名が登録されている

場合は、『源泉徴収票』等に「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」欄に名前が表示

されます。 

   ＊全項目「０」で登録されている（「削除」が押せる）場合は、家族の名前も表示さ

れません。 

 

＜登録時のポイント＞ 

･ 扶養親族等が年の途中で死亡された場合、当年は扶養控除を受けることができます。 

当年中の登録はそのままとし、翌年１月処理時に「扶養優先」情報の変更を行って 

ください。 

･「特定扶養親族」(19 歳以上 23 歳未満)は内数です。「一般控除扶養人数」と「内）特定 

 扶養親族数」に登録してください。 

･ 「年少扶養親族」(16 歳未満)は所得税上の控除対象ではないため、「一般控除扶養人数」 

 には含みません。 

･ 「年少扶養親族」(16 歳未満)は、障害者控除は受けられます。 

 また、「ひとり親」の要件上の扶養の子供とみなされます。 

 

②画面入力は「取消」「削除」のみとなります。 

 「更新」は外部取込のみ可能です。 

 

 

 

１ 

２ 
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＜「扶養優先」情報から「家族」情報への切り替えの手順 ＞ 

「扶養優先」情報の内容から、「家族」情報へ登録の切り替えを行う際の手順です。 

 （以下①～⑨の手順をおこなってください） 

まず、「扶養優先」情報と「家族」情報の入力データの差分リストを出力します。 

差分があった場合、「家族」情報が正しくなるように、「家族」情報へデータを 

入力します。「家族」情報の登録内容に問題がないことを再度確認後、「扶養優先」 

情報を全員分一括削除し、以後「家族」情報にて管理します。 

 

『人事管理』⇒『人事メニュー』－「４．内容確認」「チェックリスト出力」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ↓ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「家族・扶養優先差分チェックリスト」にチェックします。 

②「家族集計基準年」が、当年であることを確認します。 

③「作成」ボタンを押下します。 

④「再読込」ボタンを押下すると、最新の状態に画面を更新できます。 

⑤「ダウンロード」に出来上がった「家族・扶養優先差分チェックリスト」を 

出力します。 

  

１ 

２ 

３ ４ 

５ 
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「家族・扶養優先差分チェックリスト」 

⑥「家族・扶養優先差分チェックリスト」にて差分データをチェックし、「扶養優先」

情報と「家族」情報の登録内容に差分があった場合、「家族」情報が正しくなるよう

に「家族」情報に入力します。 

 

『環境設定』⇒『システム管理メニュー』 ― 「扶養優先」「一括削除」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦「家族」情報の登録内容が正しいことを確認後、「扶養優先」情報を全社員分 

  削除するために「一括削除」ボタンを押下します。 

⑧ ステータスが正常終了となれば完了です。 

⑨ 以後、「扶養優先」情報は使用せず、「家族」情報にて管理します。 

７ 

８ 
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（５）「発令」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 役職 

役職名称の登録があると、該当の名称を『源泉徴収票』等の右上の「役職名」欄に 

表示します。 

※お客様によっては、ご契約上表示しません。 

      

  

１ 
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（６）「摘要欄追加」画面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

① 摘要欄追加情報 

前職情報等を『源泉徴収票』等の摘要欄に表示する情報を登録する場合に使用します。 

人事連携時に、該当年度の「摘要欄追加」情報を、『給与メニュー』‐「年末調整」の 

「摘要欄１」「摘要欄２」（それぞれ 35 文字）を自動で設定をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★年末調整事務サービス(北海道) ☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

 「摘要欄追加」画面（『人事メニュー』）は使用しません。 

 摘要欄データは、「摘要欄１」「摘要欄２」（『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性 

「年末調整」）のデータを納品していますので、修正がある場合は「摘要欄１」 

「摘要欄２」を修正してください。 

 

 

 

◆Web年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

従業員の方は、前職の『源泉徴収票』データは入力いたしません（前職の『源泉徴収 

票』有無のみの入力）ので、「摘要欄追加」画面と「業務共有」（『給与メニュー』）（508） 

中途入社課税累計（509）中途入社社保累計（510）中途入社税金累計の入力をしてく 

ださい。 

  

１ 
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２）外部取込 

 エクセルにて入力データを作成し、外部取込を行う。 

（エクセルの雛形は、お客様サイトよりダウンロード可能です） 

『人事管理』⇒『人事メニュー』－「外部取込」 
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（１）取込ファイル設定 

外部取込を行う際の設定を登録します。 

 

『人事メニュー』－「１．外部取込」「取込ファイル設定」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「取込ファイル設定一覧」画面を開き、設定を新たに追加する場合は、画面左下 

の「追加」ボタンを押下し、変更する場合は「編集」ボタンを押下してください。 

２．「取込ファイル設定登録」画面が表示されたら、「取込レイアウト」リストから、 

取込を行いたいデータの種別を選択し、その他必要な項目に入力をしてください。 

「エクセルシート名」は、指定がない場合１シート目(一番左側のシート）が読み 

込まれます。 

３．必要な項目の入力が完了したら、「更新」ボタンを押下してください。 

更新が完了したら「取込ファイル設定一覧」画面が表示されますので、一覧に登録

内容が反映されていることを確認してください。 

※お客様サイトよりダウンロードした雛型ファイルを使用し取込を行う場合は、

以下の設定で登録をしてください。 

 

他の項目は任意で設定してください。 
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（２）ファイル取込指示 

「取込ファイル設定」画面で登録した設定情報にて、ファイルの取込を行います。 

 

『人事メニュー』－「１．外部取込」「ファイル取込指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「ファイル取込指示」画面を開き、画面上部の「参照」ボタンを押下します。 

取込を行うファイルを選択してください。 

② 取込ファイル設定一覧に「取込ファイル設定登録」画面で登録した設定情報が表示

されますので、その中から①で選択したファイルに該当する設定を選択しチェッ

クボックスにチェックを入れてください。 

③ 画面左下にある「取込」ボタンを押下します。 

「取込」ボタンを押下後、外部取込状況一覧にデータが 1行追加されます。 

 

 

 

 

④「ステータス」が『正常終了』となるまでは、取込が完了していませんので 

「再読込」ボタンを押下し、画面を再表示させてください。取込が完了するまで 

「ステータス」の確認をしてください。 

 

※ 取込ファイルの入力に誤りがあった場合取込エラーとなり、エラーリストが作成 

されます。エラーリストに従い取込ファイルを修正後、再度取込処理を実行して 

ください。 

  

１ 

２ 

３ 

４ 
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７－６．『給与メニュー』『単独年調メニュー』― データ入力 

１）個人別入力 

１）－１．属性入力  

  年末調整を行うのに必要な属性情報（税表区分など）を入力します。 

 

・「同時年末調整」の場合 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「2.個人別入力・属性」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「単独年末調整」の場合 

『給与計算』⇒『単独年調メニュー』－「2.個人別入力・属性」 
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（１）「給与基本」画面 

 

① 雇用形態 

「法定調書合計表（転記用）」の「源泉徴収票を提出するもの」において、「１：役員」

と登録した方を「役員」としてカウントします。「役員」としてカウントしたい方は、

「１：役員」の入力をお願いします。 
 

② 税表区分 

甲欄者（Ａ，Ｂ，Ｃのいずれか）の登録をしている方を、年末調整処理の対象者と

して判断します。甲欄者以外で年末調整「区分」（『給与メニュー』－「２．個人別

入力・属性」「年末調整」）にて「２：年調指示」を登録した場合は年末調整計算を

行います。 

   乙欄者（Ｄ，Ｅのいずれか）の登録をしている方は、『給与支払報告書』の摘要

欄に「普通徴収：他特徴」と自動的に表示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 

２ 

４ 

３ 

５ 

６ 
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③寡婦・ひとり親 

 

コード 登録状態 年末調整時のチェック後

０ 非該当 （チェック無し）

１ 寡婦 所得要件の５００万円を超えたら自動的に「０：非該当」として、
（毎月の所得税計算に反映する） 超えていなかったら「一般の寡婦」として年末調整を行います。

２ 寡婦 所得要件の５００万円を超えたら自動的に「０：非該当」として、
（毎月の所得税計算に反映しない） 超えていなかったら「一般の寡婦」として年末調整を行います。

３ 【使用不可】 （使用不可）
旧・特別の寡婦

４ ひとり親 所得要件の５００万円を超えたら自動的に「０：非該当」として、
（毎月の所得税計算に反映する） 超えていなかったら「ひとり親」として年末調整を行います。

５ ひとり親 所得要件の５００万円を超えたら自動的に「０：非該当」として、
（毎月の所得税計算に反映しない） 超えていなかったら「ひとり親」として年末調整を行います。

６ 寡婦 所得税の扶養控除はないが、住民税の扶養控除が受けられる寡婦の方
（住民税のみ該当）

７ ひとり親 所得税の扶養控除はないが、住民税の扶養控除が受けられるひとり親

（住民税のみ該当） の方  

 

寡婦・ひとり親に該当する場合は、以下のフローを参照して「１」、「２」、「４」、「５」

のいずれかをご登録ください。（「３」は 2020年より【使用不可】） 

また、年末調整処理時に、一般の寡婦またはひとり親の所得要件のチェックをおこない、

非該当になった場合も、登録しているコードの変更はいたしません。 

再年末調整の処理時は、年末調整処理結果の訂正入力となりますので所得要件等のチェ

ック後の値に変更しています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当フローチャートの①、②、④、⑤は、画面に登録いただくコードを指しています。 

 

また、所得が 58万円を超え、所得税上の扶養親族とはならないが、退職所得を除く所得

が 58 万円以下で、住民税上の扶養親族となる方がいることで寡婦・ひとり親に該当す

る方は、「６」、「７」をご登録ください。 

（所得税の計算には影響はないが、住民税の計算対象となる） 
 

 

 

       

ひとり親 

寡婦 

１ 

２ 

４ 

５ 



55 

④市区町村（現在） 

現住所（翌年１月１日現在の住民票住所）の市区町村コードを登録します。『給与支

払報告書』作成時に使用しますので、正しいコードをご登録ください。 

なお、一部の政令指定都市では、実際に住んでいる区ではなく、事業主として住民税

を納める自治体を指定する場合があります。 

例）事業主として横浜市神奈川区に住民税を納める→ 横浜市に住所のある従業員は 

どちらの区に住んでいても「横浜市神奈川区」と登録する。 

 

※eLTAXをご利用のお客様は、「市区町村（現在）」の登録がないと電子申告時に 

エラーになりますのでご登録が必要です。 

未入力の場合、仮処理にてエラーメッセージが表示されますので、 

 １２月年末調整仮処理結果で正しく登録されていることを確認してください。 

 非居住者など源泉徴収票の e-Taxデータは作成するが、給与支払報告書の eLTAX 

データは作成しない場合には、「999999」と登録すると、eLTAX データの作成対象 

となりません。 

 年の途中での年末調整を実施した方で、eLTAXデータの作成対象外としたい場合 

は、年末調整処理までに「999999」に変更してください。 

 

※紙の『給与支払報告書』をご利用いただく場合は「999999」と登録いただいた場

合でも対象者として出力されます。 

 

   ※ 「市区町村（徴収）」は、住民税の納付先市区町村のため変更不要です。 
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＜市区町村コード（現在）確認方法＞ 

「住所・市区町村コード 変更確認リスト」（ 『給与計算』⇒『給与メニュー』－「4.内容確認」－

「チェックリスト出力」）にて、以下の確認をすることができます。 

・「漢字住所」（『人事』－「住所情報」）  

・「市区町村コード（現在）」（『給与』－「給与基本情報」） 

内容を確認し、「市区町村コード（現在）」を変更する必要のある方は、「市区町村コード

（現在）」を変更してください。 

『給与計算』⇒「給与」－「チェックリスト出力」 

 

① 「住所・市区町村コード 変更確認リスト」に☑します。 

② 「作成」ボタンを押下し、「正常終了」するまで「再読込」ボタンを押下します。 

③ 「住所・市区町村コード 変更確認リスト.xlsx」を確認してください。 

※ 「市区町村コード（現在）」を変更した場合は、必ず仮処理を実施してから、 

「住所・市区町村コード 変更確認リスト」を出力してください。 

※ 賞与同時年調処理・単独年末調整処理ご利用のお客様は、賞与／単独年調画面に「住所・市区町

村コード変更確認リスト」がありませんので、給与画面より出力ください。 

※ eLTAX（電子申請）ご利用の場合の政令指定都市の「市区町村コード（現在）」は、提出先の市

区町村コードのままで問題ありません。                         

（例）eLTAX（電子申請）ご利用の場合、横浜市の市区町村コード（現在）は一律で「141003 

ヨコハマシ」です。横浜市磯子区にお住まいの従業員に「141003 ヨコハマシ」と登録すると、

予測値は「141071 イソゴク」のため、不一致で「住所・市区町村コード変更確認リスト」に表

示されますが、「141003 ヨコハマシ」のままで問題ありません。 

① 

③ 
② 
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＜「住所・市区町村コード 変更確認リスト.xlsx」の見方＞ 

 

 
・Ⓐ 給与基本情報（『給与計算』－「給与」）に登録されている「市区町村コード（現

在）」（最新計算処理結果（仮処理含む）） 

・Ⓑ 住所情報（『人事管理』－「人事」）に登録されている翌年１月１日時点の住所 

・Ⓒ Ⓑの郵便番号を元に取得した「市区町村コード_現在（予測値）」 

 

ⒶとⒸとを比較し、差異のある方（ブランクの方も含む）のリストを出力します。 

内容を確認し、「市区町村コード（現在）」を変更してください。 

ただし、政令指定都市の場合、提出先が区ではなく市であるため、「市区町村コード（現 

在）」に市、区どちらのコードが登録されていたとしても、DCSにて電子申告データ（eLTAX） 

のみ自動で市のコードへ付け替えいたします。 

⇒「住所・市区町村コード 変更確認リスト」は、給与基本情報の外部取込レイ 

 アウトになっているため、そのまま「市区町村コード_現在（予測値１）」を 

 「市区町村コード（現在）」に外部取込（次頁（※）外部取込手順 参照）すること

ができます。 

 または、給与基本情報（『給与計算』－「給与」）画面にて直接変更してください。 

 

（例） Ⓐ 「市区町村コード（現在）」に、131130 シブヤク（渋谷区）が登録 

    Ⓑ 住所に、品川区の住所が登録 

 ⇒正しい「市区町村コード（現在）」が 131091シナガワク（品川区）の場合、「住

所・市区町村コード 変更確認リスト」をそのまま外部取込（次頁（※）外部

取込手順 参照）するか、給与基本情報（『給与計算』－「給与」）画面にて

直接変更してください。 

 

（詳細は『給与計算手引書・操作編』－「１２．住所・市区町村コード変更確認リストの 

 確認と市区町村コードの取込方法」参照） 

 

 

Ⓒ 

Ⓐ Ⓑ 

※ 

  次へ 
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（※）外部取込手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①取込ファイル設定 

「追加」ボタンを押下して以下のように設定し、「更新」ボタンを押下します。 

『給与計算』⇒「給与」－「取込ファイル設定」 

・「取込ファイル定義 ID」、「定義名」・・・任意の ID,定義名を設定 

・「取込レイアウト」・・・「PAY001給与基本情報」を選択 

・「取込方法」・・・「更新追加」を選択 

・「ファイル形式」・・・「MS Excelファイル」を選択 

・「ヘッダ」・・・「有」にチェック 

・「 0(ゼロ)とブランクの扱い」・・・「0（ゼロ）は反映、ブランクは無視」を選択 

・「読込開始位置」・・・「2」行目以降を設定 

 

②ファイル取込指示 

 「住所・市区町村コード 変更確認リスト」を①で設定した定義で取込ます。 

 

 

※詳細な操作方法は、『人事メニュー』と同じとなりますので、「７－５．『人事メニュー』  

２）外部取込」をご参照ください。 

①

 
②
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⑤士業区分 

 従業員が給与としての支払を受けている士業者（弁護士・司法書士・税理士など）の場

合、「１：対象」を登録してください。「１：対象」の場合は、課税対象額累計が２５０

万超のとき、税務署提出者と判断します。 

 

⑥所得金額調整控除区分 

 『人事メニュー』「家族情報」画面にて、家族情報を登録している場合は、登録不要で

す。（他社人事システムなどで家族情報を管理している場合などに登録が必要です。）  
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（２）「年末調整」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年末調整 

① 災害者・外国人 

「災害者」・「外国人」に「１：該当」と登録のある場合、『源泉徴収票』等の「災害者」

欄、「外国人」欄に「＊」を表示します。 

 

② 年調区分 

甲欄者の方であらかじめ年調者に該当しない（11月退職者で 12 月に退職登録をする

等）とわかっている場合などは「１：非年調者」をご登録ください。 

また、甲欄以外の方で年末調整を行いたい場合は「２：年調指示」をご登録すると、

甲欄者として年末調整を行います。 

※  「１：非年調者」「２：年調指示」がある場合には、「税表区分」より優先します。 

※  登録いただいたデータは、次処理に引継いたしませんので、「１：非年調者」「２： 

   年調指示」にしたい場合は年末調整時に再度入力してください。 

 

③ 死亡年月日 

「死亡年月日」を登録すると、『源泉徴収票』等の「死亡退職」欄に「＊」を表示 

します。 

  

１ 

２ 

３ 

５ 
４

６ 

７

 

９

 

８
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④ 普通徴収希望 

 「０ 希望しない」以外を登録すると、『給与支払報告書』の摘要欄に以下のように 
表示をします。また、「普通徴収切替理由書（兼仕切紙）」に選択した理由ごとに 

人数をカウントします。 

コード 普通徴収とする理由 摘要欄への表示 

0 希望しない （特別徴収者） （表示しない） 

1 普通徴収：その他 普通徴収希望（その他） 普通徴収希望 

2 普通徴収：２名以下 総受給者数（専従者・乙欄・退職者等を除いた合

計）が２名以下 

普通徴収：２名以下 

3 普通徴収：他特徴 他の事業所で特別徴収（乙欄該当者など） 普通徴収：他特徴 

4 普通徴収：少額 給与が少なく税額が引ききれない  普通徴収：少額  

5 普通徴収：不定期 給与の支払いが不定期（例：給与の支払いが毎月

でない） 

普通徴収：不定期 

6 普通徴収：専従者 専業専従者（個人事業主のみ対象） 普通徴収：専従者 

7 普通徴収：退職等 退職者又は５月末日までの退職予定者・休職者 普通徴収：退職等 

 ※「０ 希望しない」の場合、税表区分が乙欄は「３ 普通徴収：他特徴」、 

  退職者は「７ 普通徴収：退職等」としてＤＣＳにて自動的に判断します。 

  税表区分が乙欄の場合、上記１～７を選択した場合は選択したものになります。 

  退職者の場合、上記１～７を選択しても「７ 普通徴収：退職等」になります。 

  なお、税表区分が乙欄、かつ退職者の場合は、「７ 普通徴収：退職等」になります。 

 
 
★年末調整事務サービス(北海道) ☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

 税表区分が「乙欄」と退職者以外は、「普通徴収希望」欄は、お客様でのご入力が必要 

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

⑤ 摘要欄１，摘要欄２ （全角３５文字×２行） 

『人事メニュー』－「摘要欄追加」に入力された内容を引継ぎ、『源泉徴収票』等の摘要

欄に表示します。表示された内容より、優先させて表示させたい内容がある場合は登録

をしてください。 

※  登録いただいたデータは、次処理に引継いたしませんので、来年以降も必要があれ

ば年末調整時に再度入力してください。 

 

『源泉徴収票』等の摘要欄の表示について（全５行） 

１～２行目： 摘要欄１ ＋ 摘要欄２ ＋ 

「支払 XXXXXXXX 社保 XXXXXXXX 源泉 XXXXXXXX を含む」 

       (「業務共通」画面の「(508)中途入社課税累計、(509)中途入社社保累、 

(510)中途入社税金累計」に金額登録があった場合、表示されます） 

３～５行目： 家族情報を次の順にて表示 

［配偶者］ 

・障害者控除のみを受ける同一生計配偶者 

・退職手当等を有する配偶者 

［配偶者以外の扶養親族］ 

     ・所得金額調整控除のみ受けた他の所得者が控除を受ける扶養親族 
（１名のみ表示し２人目以降は表示しない） 

    ・５人目以降の控除対象扶養親族 

      ・５人目以降の１６歳未満の扶養親族 

    ・退職手当等を有する扶養親族 

＜補足＞ 

・『給与支払報告書』（eLTAX）の摘要欄は、④「普通徴収希望とする理由」も表示 

・紙の『源泉徴収票』等の摘要欄３～５行目は、５４文字×３行＝１６２行が上限のため、以降の 

家族情報は表示されないが、以下メッセージが表示される 

   W219：源泉徴収票「摘要」に印刷する親族が欄内に収まらなかったため印刷が途切れています。 

・電子申告用データ（e-Tax/eLTAX）の摘要欄は６５文字が上限のため、以降は設定されない 

 

★年末調整事務サービス(北海道) ☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

 摘要欄データは、「摘要欄１」「摘要欄２」（『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性」 

「年末調整」）のデータを納品していますので、修正がある場合は「摘要欄１」「摘要欄２」 

を修正してください。「摘要欄追加」画面（『人事メニュー』）は使用しません。 
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・住宅借入金控除 

⑥ 住宅借入金等特別控除額 

従業員様が提出された「住宅借入金等特別控除申告書」の「住宅借入金等特別控除額」

欄の金額をご入力ください。 
 
＊「住宅借入金等特別控除額」の限度額チェックは行いません。 

＊初年度の場合は年末調整ではなく確定申告にて還付を受けます。 

＊翌年１月給与処理時に年調時のデータが表示されていますが、自動でクリアされる

ため、「0」入力は不要です。 

＊当項目「 住宅借入金等特別控除額」に登録がない場合、以下の「居住開始年月日」

等は『源泉徴収票』等に印字されません。 

＜給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 ＞（部分） （この申告書は一例です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦居住開始年月日 

『源泉徴収票』等の「居住開始年月日」に表示します。 

＊住宅借入金等特別控除額に登録がなければ印字されないので、適用期間終了時に 

 クリアする必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住宅借入金等特別控除額」 
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② 

② 
① 

① 

※ 

① 

② 

② 

⑧適用区分 

「住宅借入金等特別控除額」に登録がある場合、『源泉徴収票』等の「住宅借入金等 

特別控除区分」に、以下のように表示します。 
 

＜適用区分の登録方法＞ 

以下①②に該当する項目を「住宅借入金等特別控除申告書」より確認し、適用区分を

登録してください。 

①居住開始年月日欄に「（特定）」または「（特別特定）」または「（特例特別特例）」 

②欄外の「（○○××年中居住者）」の後ろに「・○○○○用」 

 ※旧書式の場合、欄外上部にも適用の内容が記載されています 
 

＜給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 ＞（下部分） （この申告書は一例です） 

  

居住開始が平成30年12月31日以前 

 

 

 

 

 

 

 

居住開始が平成31年01月01日以後 

 

 

 

 

 

 

居住開始が令和04年01月01日以後 

 

 

 

 

 

 

居住開始が令和05年01月01日以後 
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適用

区分 

適  用 ① 

居住開始年月日 

② 源泉徴収票

の表示 

0 適用なし － － 住 

1 一般の住宅借入金等特別控除 

（増改築を含む） 

－ 無し 住 

2 特定増改築等住宅借入金等特別控除 － 特定増改築等住宅借入

金等特別控除用 

増 

3 認定長期優良住宅新築等特別税額控除 － 認定住宅用 or 

長期優良住宅用 

認 

4 東日本大震災による住宅の再取得等に係わ

る住宅借入金等特別控除の特例 

－ 震災再取得等用 震 

A 一般の住宅借入金等特別特定控除(増改築

を含む)の適用があり、特定取得に該当す

る 

（特定） 無し 住特 

B 特定増改築等住宅借入金等特別特定控除の

適用があり、特定取得に該当する 

（特定） 特定増改築等住宅借入

金等特別控除用 

増特 

C 認定長期優良住宅新築等特別税額特定控除

の適用があり、特定取得に該当する 

（特定） 認定住宅用 or 

長期優良住宅用 

認特 

D 一般の住宅借入金等特別特定控除(増改築

を含む)の適用があり、特別特定取得に該

当する 

（特別特定） 無し 住特特 

E 認定長期優良住宅新築等特別税額特定控除

の適用があり、特別特定取得に該当する 

（特別特定） 認定住宅用 or 

長期優良住宅用 

認特特 

F 東日本大震災による住宅の再取得等に係わ

る住宅借入金等特別控除の特例の適用があ

り、特別特定取得に該当する 

（特別特定） 震災再取得等用 震特特 

G 一般の住宅借入金等特別特定控除(増改築

を含む)の適用があり、特例特別特例取得に

該当する 

（特例特別特例) 無し 住特特特 

H 認定長期優良住宅新築等特別税額特定控除

の適用があり、特例特別特例取得に該当す

る 

（特例特別特例) 認定住宅用 or 

長期優良住宅用 

認特特特 

I 東日本大震災による住宅の再取得等に係わ

る住宅借入金等特別控除の特例の適用があ

り、特例特別特例取得に該当する 

（特例特別特例) 震災再取得等用 震特特特 

J 

 

一般の住宅借入金等特別控除の場合（増改

築等を含む）で住宅が特例居住用家屋に該

当する 

－ 特例居住用家屋用 住特家 

K 

 

認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等特

別控除の場合で住宅が特例認定住宅等に該

当する 

－ 認定住宅等 

（特例認定住宅等）用 

認特家 

L 

 

震災再取得等の適用を選択した場合で住宅

が特例居住用家屋に該当する 

－ 震災再取得等 

（特例居住用家屋）用 

震特家 
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＊特定取得    ：「住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8％または10％の 

 （特定）     税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等。 

 

＊特別特定取得  ：「住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10％の税率により 

 （特別特定）   課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等。 

 

＊特例取得    ：特別特定取得に係る契約が①居住用家屋の新築又は認定住宅の新築の場合は令和2年 

 （特別特定）   9月30日までの期間、②新築住宅・中古住宅の購入の場合は令和2年11月30日までの 

          期間に締結されているもの。 

 

＊特別特例取得  ：特別特定取得に係る契約が①居住用家屋の新築又は認定住宅の新築の場合は令和2年 

 （特別特定）   10月1日から令和3年9月30日までの期間、②新築住宅・中古住宅の購入の場合は令和2 

          年12月1日から令和3年11月30日までの期間に締結されているもの。 

 

＊特例特別特例取得：特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の 

 （特例特別特例） 住宅の取得等。 

 

 

⑨住宅借入金等年末残高 

 『源泉徴収票』等の「住宅借入金等年末残高」に表示します。 

 適用区分の値が「2：増」（特定増改築等住宅借入金等特別控除）「4：震」（東日本大震災

による住宅の再取得等に係わる住宅借入金等特別控除の特例）の場合、または２以上（※）

の適用を受けた場合は必須入力です。  

 

※２以上の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用に該当する例 

・証明事項の居住開始年月日が２段書きされ、一方に（特定）と記載されている場合 

・証明事項の居住開始年月日に異なる２つの年の日付が記載されている場合 など 
 
＊翌年１月給与処理時に年調時のデータが表示されていますが、自動でクリアされる 

 ため、「0」入力は不要です。 
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１）－２．金額入力 

 年末調整に必要な累計の調整、各種保険料等を入力します。 

 

・「同時年末調整」の場合 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「3.個人別入力・金額」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「単独年末調整」の場合 

『給与計算』⇒『単独年調メニュー』－「3.個人別入力・金額」 
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（３）「変動指定」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（521）総支給額累計・調整 

（522）課税対象額累計・調整 

（523）社会保険料累計・調整 

（524）所得税累計・調整 

DCS の計算処理以外で支給もしくは控除した場合に、該当する調整項目にそれぞれ

ご登録ください。また、各累計額の調整欄は直前の処理までの累計額に対する加減算

にてご登録ください。（マイナス入力も可能） 

例：以下のように DCS の給与処理とは別に支払った場合、(521)～(524)の登録方法 

【支給】            【控除】               【差引支給額】 

基本給 200,000 円         社会保険 30,000 円    160,000 円 

通勤費  10,000 円（全額非課税）  所得税   20,000 円 

      210,000 円             50,000 円    160,000 円 

(521)～(524)の登録方法 

（521）総支給額累計・調整    ＝  210,000（200,000 + 10,000） 

（522）課税対象額累計・調整   ＝  200,000 

（523）社会保険料累計・調整 ＝ 30,000 

（524）所得税累計・調整   ＝ 20,000 

※ 各累計金額がマイナスの場合は、マイナス金額にて『源泉徴収票』等を作成しますので、

各累計調整欄にてご調整ください。（結果メッセージあり） 
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（４）「業務共通」 

 

 

 

（508）中途入社課税累計 

（509）中途入社社保累計 

（510）中途入社税金累計 

年の途中で入社し、前職の年内所得がある場合に登録が必要な項目です。 

入力いただいた金額は、各累計金額に加算して年末調整を行います。 

（非年調者は加算されません） 

（前職が２つ以上ある場合は、合算して入力ください） 

  登録された金額は、年末調整の対象者の場合『源泉徴収票』の摘要欄に、 

「支払XXXXXXXX社保XXXXXXXX源泉XXXXXXXXを含む」と表示します。 

 

（511）～ (515)、(517) ～（520）、（548）～（550） 

「保険料控除申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書兼 特定親族特別控除

申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に記入されている内容をそのまま入力します。

各種保険料項目欄の本年中に支払った保険料とは、「実際に支払った保険等の金額か

ら、分配を受けた剰余金・割戻金を差し引いた金額」です。 

控除額はＤＣＳにて算出します。 

 

※翌年１月給与処理時の前回支給欄に、年調時のデータが表示されていますが、 

 自動でクリアされるため、「0」入力は不要です。 
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・「保険料控除申告書」より入力してください。 

（548）一般の生命保険料・新 

  申告書の一般生命保険料控除欄の本年中に支払った保険料等の金額Ａ欄の数字 

（511）一般の生命保険料・旧 

  申告書の一般生命保険料控除欄の本年中に支払った保険料等の金額Ｂ欄の数字 

（549）介護医療保険料 

  申告書の介護医療保険料控除欄の本年中に支払った保険料等の金額Ｃ欄の数字 

（550）個人年金保険料・新 

  申告書の個人年金保険料控除欄の本年中に支払った保険料等の金額Ｄ欄の数字 

（512）個人年金保険料・旧 

  申告書の個人年金保険料控除欄の本年中に支払った保険料等の金額Ｅ欄の数字 

（513）地震保険料 

  申告書の地震保険料控除欄の地震保険料Ｂ欄の数字 

（514）旧長期損害保険料 

申告書の地震保険料控除の旧長期損害保険料Ｃ欄の数字 

（517）申告社会保険料 

  申告書の「社会保険料控除」「合計(控除額)」欄の本年中に支払った保険料等の金額 

（518）小規模共済掛金 

申告書の「小規模企業共済等掛金控除」「合計(控除額)」欄の本年中に支払った保険

料等の金額 

（519）国民年金保険料等 

 申告書の本年中に支払った「社会保険料控除」の内の「（内）国民年金保険料等の金額」

欄の金額（申告社会保険料(517)の内数を登録） 

 

＜給与所得者の保険料控除申告書＞ 

 

【548】 

【511】 

【549】 

【550】 

【512】 

【513】 

【514】 

【519】 【517】 

【518】 
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・「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調

整控除申告書」より入力してください。 

（515）配偶者合計所得 

  配偶者控除、配偶者特別控除を受ける場合は、配偶者控除等申告書の「配偶者の本年

中の合計所得金額の見積額（(１)と(２)の合計額）」欄の金額を入力します。 

・配偶者控除を受ける場合   ･･･ 0円（0の入力は省略可）～580,000円以下 

※家族情報の配偶者の「扶養」が「控除対象扶養親族（控配・年少含む）」になっている 

 ことが前提 

   ・配偶者特別控除を受ける場合 ･･･ 580,001円～1,330,000円以下 

※家族情報の配偶者の「扶養」が「対象外」になっていることが前提 

  配偶者控除、配偶者特別控除を受ける場合は、『源泉徴収票』等の「配偶者の合計所得」
を表示します。（「配偶者の合計所得」が0円の場合はブランクです） 

（520）本人合計所得加算額 

  基礎控除申告書の「(２)給与所得以外の所得の合計額」欄の所得金額（退職所得、 

  利子所得、配当所得など）を入力します。 

  本人合計所得に加算し、基礎控除額・配偶者控除額・配偶者特別控除額を算出します。 

 

入力した（515）配偶者合計所得（520）本人合計所得加算額を使用し、以下登録された

㋑㋺㋩より判断し、配偶者控除・配偶者特別控除の額をDCSにて自動的に算出します。 

㋑「控除対象配偶者」区分（家族情報の配偶者の登録より） 

㋺本人年間所得金額 （＝給与所得控除後の金額+(520)「本人合計所得加算額」） 

㋩ (515)「配偶者合計所得」 

⇒登録された㋑㋺㋩が不一致の場合、結果メッセージを出力します。 

（次頁＜配偶者控除・配偶者特別控除の結果メッセージ＞参照） 

 

＜基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼  

所得金額調整控除申告書＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【520】 

【515】 
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＜配偶者控除・配偶者特別控除の結果メッセージ＞ 

 

ｺｰﾄﾞ 

 

結果メッセージ 

㋑「控除対象配偶

者」区分 

(家族情報より) 

㋺本人

年間所

得金額 

㋩ 配偶者

合計所得

(515) 

控 

除 

額 

 

対応方法 

W230 税扶養配偶者が居て本

人所得≦900 万なので

源泉控除対象配偶者の

38 万を控除します。 

A:同一生計 

 

 

 

900 

万以下 

 

 

58 万 

以下 

38 

万 

 

 

 

⇒控除額に問題なければそのままでよい。 

 W231 税扶養配偶者が居て本

人所得≦900 万なので

源泉控除対象配偶者の

48 万を控除します。 

B:同一生計（老人） 48 

万 

W232 

 

 

配偶者控除、配偶者特

別控除ともに０円です

（配偶者所得５８万以

下だが税扶養配偶者で

はない） 

3:源泉（配特）控除対

象 

C:源泉（配特）控除対

象（年調時控除） 

0:非該当（㋩0 円時は結果

メッセージなし） 

1000 万

以下 

58 万 

以下 

 

0 

円 

控除を受ける場合、いずれかの対応が必要 

・扶養なら、家族情報の扶養「対象」に変更、

配偶者控除を受ける。 

・扶養でなく、㋩ 配偶者合計所得(515)に 58

万超～133 万以下を入力、配偶者特別控除を

受ける。 

⇒控除額 0 円でよければそのままでよい。 

W233 配偶者控除、配偶者特

別控除ともに０円です

（配偶者所得５８万超

だが、税扶養配偶者で

ある）  

1:源泉控除対象 

2:源泉（老人）控除対

象 

A:同一生計 

B:同一生計（老人） 

1000 万

以下 

58 万 

超 

0 

円 

控除を受ける場合、いずれかの対応が必要 

・扶養でなく、家族情報の扶養「対象外」に

変更し、配偶者特別控除を受ける。 

・扶養なら、㋩ 配偶者合計所得(515)に 58 万

以下を入力、配偶者控除を受ける。 

⇒控除額 0 円でよければそのままでよい。 

W234 税扶養配偶者が居て

900 万＜本人所得≦

950 万なので配偶者控

除額は 26 万円です。 

1:源泉控除 

対象 

 

 

 

 

900～ 

950 万 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 万 

以下 

26 

万 

 

 

 

 

 

 

 

⇒控除額に問題なければそのままでよい。 

 

W235 税扶養配偶者が居て

900 万＜本人所得≦

950 万なので配偶者控

除額は 32 万円です。 

2:源泉（老人）控除対

象 

 

32 

万 

W236 税扶養配偶者が居て

950 万＜本人所得≦

1000 万なので配偶者

控除額は 13 万円です。 

1:源泉控除対象 

 

 

 

 

950～ 

1000 万 

13 

万 

W237 税扶養配偶者が居て

950 万＜本人所得≦

1000 万なので配偶者

控除額は 16 万円です。 

2:源泉（老人）控除対

象 

 

16 

万 

要

確

認

要

確

認



73 

 

◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

＜年末調整仮処理中に Web 申請者の申請データを修正したい場合＞ 

 ※ Web 申請者のデータは「確認」済で「前処理結果ファイル」を取込し「反映完了」

（「締め処理」の処理ステータス）の場合 

※  紙申請者は、人事画面、給与（単独年調）画面のみ修正すればよい 

    （Web 年調画面は修正不要） 

 

「本人情報」「家族情報」の修正方法 

 ・ 人事画面にてデータ修正 

   （👤従業員申請システムご利用のお客様は、従業員より申請⇒承認者にて承認 

することで、人事画面へ翌営業日に反映される） 

   ↓ 

  ・「反映完了」（「締め処理」の処理ステータス）の場合は、Web 年調画面で 

「人事連携（更新）」をすることで「申告書情報管理」へもデータ反映される。 

  （「従業員入力中」（「締め処理」の処理ステータス）の場合は、「反映完了」 

にしてから「人事連携（更新）」を実施） 

 

「保険情報」「配偶者控除等情報」「住宅借入金等特別控除情報」の修正方法 

 ・給与（単独年調）画面にてデータ修正 

 ・Web 年調画面「申告書情報管理」にて同様にデータ修正 

  （「内容確定」済の場合はデータ修正ができないため、「内容確定解除」し、 

データ修正後、再度「内容確定」をする） 

  各種台紙が変更になった場合は「帳票出力指示」より台紙を再出力して、証明書を貼

り替える。（貼り替えが難しい場合は、一緒に保存すればよい） 
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２）外部取込 

 PROSRV お客様サイトよりダウンロードしたエクセルにデータを入力し、外部取込

を行う。 

（１）外部取込ファイルの作成 

PROSRV お客様サイト「各種ドキュメント」-「PROSRV on Cloud」-「書式・フ

ァイル集」-「外部取り込みファイル」よりダウンロードが可能です。 

・「給与系」･･･『給与メニュー』のデータを外部取込したいとき 

・「人事系」･･･『人事メニュー』のデータを外部取込したいとき 

 

                                              ↓ 

 

 

 

 

『PAY012_GyomuKyotsukingakuAll.xlsx』 

・「保険料控除申告書」  

・「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 

兼 所得金額調整控除申告書」 

データの入力をします 

『PAY005_NenmatsuChosei.xlsx』 

・「住宅借入金等特別控除額申告書」 

データの入力をします 
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＜「業務共通」データ作成例＞ 

「業務共通」データを外部取込したい場合、「業務共通金額情報（全項目）」

「PAY012_GyomuKyotsuKingakuAll.xls」をダウンロードし、データを入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘッダーレコードをブランクにして、

列を挿入することもできます。 
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（２）取込ファイル設定 ファイル取込指示 

 

・「同時年末調整」の場合 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「１．作業開始」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「単独年末調整」の場合 

  『給与計算』⇒『単独年調メニュー』－「１．作業開始」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※具体的な操作方法は、『人事メニュー』と同じとなりますので、「７－５．『人事メニュー』  

２）外部取込」をご参照ください。 
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７－７．『給与メニュー』『単独年調メニュー』－内容確認(仮処理） 

 入力を行った項目について、入力データの確認・仮処理・結果確認を行います。 

 

・「同時年末調整」の場合 

 『給与計算』⇒『給与メニュー』－「4.内容確認」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「単独年末調整」の場合 

 『給与計算』⇒『単独年調メニュー』－「4.内容確認」 
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１）チェックリスト出力 

入力（外部取込・画面入力）したデータの「チェックリスト」を出力します。 

 『給与計算』⇒『給与メニュー』（『単独年調メニュー』）－「4.内容確認」－「チェックリスト出力」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 出力する対象の帳票名称の一覧が「チェックリスト出力」に表示されます。出力したい 

帳票をチェックします。 

② 金額系チェックリストには、入力画面設計で設定した定義 ID を選択し、設定した金額項

目が帳票にて出力されます。 

③ トータルチェックリストでは出力ファイル（PDFファイル,MS Excel 2003以前（*.xls）, 

MS Excel 2007以降（*.xlsx））を選択して、帳票を出力することができます。 

④ 「出力条件」にて出力日時指定、表示順、出力対象者の絞込み等を行うことができます。 

⑤ 対象者検索（チェックリストに出力する対象者の絞込み）することが可能です。 

⑥ ①～⑤が完了したら画面下部にある「作成」ボタンを押下します。 

⑦ ⑥にて、作成指示された帳票が「ダウンロードチェックリスト一覧」にて表示されます。 

現在の作成状態のステータスを確認することができます。ステータスが「正常終了」した 

帳票は、ダウンロード可能となります。 

⑧ ステータス状況を確認したい場合には、「再読込」ボタンを押下してください。 

⑨ 作成した帳票を削除したい場合には、「ダウンロードチェックリスト一覧」より削除したい 

帳票を選択し、「削除」ボタンを押下してください。 

   ※ 作成したチェックリストは、作成日を含め４日間ダウンロードが可能です。 

☆Web 年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

『Web 年末調整申告サービス 操作マニュアル(管理者様用)』「9.1 チェックリスト出力」

では、『Web 年調メニュー』（従業員サイト）にて入力したデータおよび DCS からの納品

データの確認が可能です。（データの重複入力を避けるため、「従業員サイト公開」後から

納品データを取り込むまでは、『人事メニュー』での入力はしないでください） 

４ 

５ 

７ 

６ 

２ 

３ 

９ ８ 

１ 
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２）計算指示（仮処理指示） 

データのチェック作業が終わったら、仮処理を行い年末調整結果の確認を行います。 

 

『給与計算』⇒『給与メニュー』（『単独年調メニュー』）－「4.内容確認」－「計算指示」 

① 「仮処理指示」ボタンを押下すると、計算処理が行われます。 

② 計算後、仮処理結果が自動的に画面に反映されます。 

③ 結果データの確認は結果確認画面にて行います。 

※「仮処理指示」は何度でも可能ですが「本処理」の場合は原則１回のみの実行となります。 

 

 

３）結果メッセージ 

  エラーや警告のメッセージが表示されますので、データを訂正します。 

 

『給与計算』⇒『給与メニュー』（『単独年調メニュー』）－「4.内容確認」－「結果メッセージ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ No(コード) 

・「E×××」から始まるものは、表示されなくなるまでデータの修正し、仮処理で確認をしてください。 

・「W×××」から始まるものは、内容確認後、修正の必要がなければ無視してください。 

・「X×××」「Y×××」などから始まるものは、お客様独自のメッセージです。 

 

※ 他に＜配偶者控除・配偶者特別控除の結果メッセージ＞W230～W237 も参照。 

 

    

 

 ※ 
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＜「各種計算処理結果メッセージ確認メニュー」に表示される結果メッセージ対応方法＞ 

コード 結果メッセージ 対応方法 

E101 

関連 

エラー 

・申告社会保険料／国民年金保険料 申告社会保険料[517]が、国民年金保険料等[519]よりも少ない金

額で登録されています。国民年金保険料等[519]は、申告社会保険

料[517]の内数です。国民年金、基金を登録する際は、国民年金保

険等[519]と申告社会保険料[517]の両方に登録してください。 

E101 

関連 

エラー 

・税表／控除対象／配偶者・有無／合計所得 【対応１】配偶者有無、控除対象配偶者の登録忘れの可能性があ

ります。配偶者を確認のうえ登録を行ってください。 

【対応２】配偶者が居ないのに、配偶者合計所得[515]を誤って入

力していないかご確認ください。 

E101 

関連 

エラー 

・寡婦／一般控除扶養人数・年少扶養親族人数 ・寡婦・ひとり親が「ひとり親」なのに、家族情報に扶養対象の

子供の登録がありません。 

【対応１】子供の扶養０人が正しい場合は、寡婦・ひとり親を「非

該当」または「寡婦」（女性のみ）に変更してください。 

【対応２】子供の登録があるのにエラーになっている場合は、扶

養優先に 0 が登録されていないか確認してください。扶養優先が

誤りであれば、扶養優先を削除してください。 

E101 

関連 

エラー 

・寡婦／性別 寡婦・ひとり親が「寡婦」なのに、本人の性別が男性になってい

ます。 

【対応１】性別を女性に変更してください。 

【対応２】寡婦の登録を取り消してください。 

E101 

関連 

エラー 

・寡婦／一般控除・老人・年少扶養親族人数 住民税のみに該当する寡婦なのに、家族情報に扶養対象の扶養親

族の登録があります。 

【対応１】家族情報に扶養対象で登録するのは、所得税で扶養対

象となる扶養親族のみとなりますので、扶養対象外としてくださ

い。 

【対応２】住民税のみに該当する寡婦ではなく、所得税で寡婦控

除をうけるのであれば、寡婦・ひとり親の登録を見直してくださ

い。 

E101 

関連 

エラー 

・寡婦／年少扶養親族 住民税のみに該当するひとり親なのに、家族情報に年少扶養の子

供の登録があります。 

【対応】家族情報に年少扶養の子供登録があれば、所得税で扶養

の扱いとなる子がいることになり、住民税のみに該当するひとり

親ではないため、寡婦・ひとり親の登録を見直してください。 

E012 

 

家族情報（ＩＤ＝ｎｎｎ）３０～６９歳の非居住者

を扶養する場合、非居住区分は「２～４」です 

年齢が 30～69 歳の扶養親族が非居住者の場合、年末調整処理の

ため、非居住者区分または扶養区分を修正してください。 

【対応１】非居住の場合は、非居住区分を「2：非居住者（30 歳

以上 70 歳未満の留学生）」、「3：非居住者（30 歳以上 70 歳未

満の障害者）」、「4：非居住者（30 歳以上 70 歳未満の 38 万円以

上の送金）」のいずれかに変更してください。 

【対応２】非居住であるが、30 歳以上 70 歳未満で、留学、障害

者、38 万円以上の送金のうちいずれの事実も確認できない場合

は、扶養控除を受けられませんので、扶養区分を「0:対象外」に

してください。 

【対応３】非居住でない場合は、非居住区分を「0：居住者」に変

更してください。 
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W001 

警告 

エラー 

・控除対象配偶者／配偶者・有無 控除対象配偶者「該当」が正しければ「配偶者有無」を「戸籍上

配偶者あり」にしてください。 

内縁の夫（妻）の場合は、控除対象配配偶者にはなりません。 

・年調区分／税表区分 税表区分が甲欄者以外で年調区分に「２年調指示」の入力がある

場合、甲欄者として年末調整を行ってよいかとの確認のためのメ

ッセージです。 

・税表区分／控除対象配偶者 税表区分が乙欄でかつ、控除対象配偶者の登録がある場合に表示

されます。「税表区分」「控除対象配偶者」が誤っているのであれ

ば修正してください。 

乙欄者が扶養控除を受ける場合は、「従たる給与についての扶養

控除等（異動）申告書」の提出が必要です 

・家族（ＩＤ＝ｎｎｎ）扶養家族扶養区分／年間所

得見積額 

家族情報（ＩＤ＝ｎｎｎ）の家族が、19歳以上 23歳未満で扶養

区分が 「0：対象外」（配偶者を除く）ですが、年間所得見積

額が 58 万円以下になっております、扶養区分または、年間所得

見積額をご確認ください。扶養区分が「0：対象外」の場合、年

間所得見積額は 58万円超を、扶養区分が 「1：控除対象親族

（控配・年少含む）」の場合、年間所得見積額は 58万円以下を

入力してください。 

W000 

警告 

エラー 

累計額・中途入社額がマイナスの方がいらっしゃい

ますので、ご確認をお願い致します。 

累計額・中途入社額がマイナスの方がいらっしゃいますので、ご

確認をお願いいたします。 

課税対象累計、社会保険累計、所得税累計のいずれかがマイナス

の方がいらっしゃいます。該当者にエラーメッセージ（W204、

W205、W206、W226、W227、W228）が別途出ますので、累計額を調

整してください。 

源泉・給報を電子申告する場合は、累計額・中途入

社額がマイナスとなる方は作成されません。 

課税対象累計、社会保険累計、所得税累計のいずれかがマイナス

の方がいらっしゃいます。該当者にエラーメッセージ（W204、

W205、W206、W226、W227、W228）が別途出ておりますので、源泉・

給報を電子申告する対象者にしたい場合は、マイナスにならない

ように累計額を調整してください。 

W011 

警告 

エラー 

家族（ＩＤ＝ｎｎｎ）配偶者の非居住区分は「1」で

す。非居住区分を見直してください。 

配偶者の非居住者区分に「2」「3」「4」のいずれかが登録されてい

ますが、配偶者の非居住区分は「1」のみですので「1」に修正し

てください。 

※修正しなくても、源泉徴収票の非居住区分は「01」となります。 

W011 

警告 

エラー 

家族（ＩＤ＝ｎｎｎ）30歳未満の非居住区分は「1」

です。非居住区分を見直してください。 

年齢が 30 歳未満の家族の非居住区分に「2」「3」「4」のいずれか

が登録されていますが、年齢が 30 歳未満の家族の非居住区分は

「1」のみですので「1」に修正してください。 

※修正しなくても、源泉徴収票の非居住区分は「01」となります。 

W011 

警告 

エラー 

家族（ＩＤ＝ｎｎｎ）70歳以上の非居住区分は「1」

です。非居住区分を見直してください。 

年齢が 70 歳以上の家族の非居住区分に「2」「3」「4」のいずれか

が登録されていますが、年齢が 70 歳以上の家族の非居住区分は

「1」のみですので「1」に修正してください。 

※修正しなくても、源泉徴収票の非居住区分は「01」となります。 
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W012 

警告 

エラー 

家族情報（ＩＤ＝ｎｎｎ）３０～６９歳の非居住者

を扶養する場合、非居住区分は「２～４」です 

年齢が 30～69 歳の扶養親族が非居住者の場合、年末調整処理を

実施するまでに、非居住者区分または扶養区分を修正してくださ

い。 

【対応１】非居住の場合は、非居住区分を「2：非居住者（30 歳

以上 70 歳未満の留学生）」、「3：非居住者（30 歳以上 70 歳未

満の障害者）」、「4：非居住者（30 歳以上 70 歳未満の 38 万円以

上の送金）」のいずれかに変更してください。 

【対応２】非居住であるが、30 歳以上 70 歳未満で、留学、障害

者、38 万円以上の送金のうちいずれの事実も確認できない場合

は、扶養控除を受けられませんので、扶養区分を「0:対象外」に

してください。 

【対応３】非居住でない場合は、非居住区分を「0：居住者」に変

更してください。 

W013 

警告 

エラー 

家族情報（ＩＤ＝ｎｎｎ）非居住区分に「ｘ」を登

録していますが、扶養は対象外でいいですか 

※ ｘ＝非居住区分 2､3､4のいずれかが表示 

家族の非居住区分に「2：非居住者（30 歳以上 70 歳未満の留学

生）」、「3：非居住者（30 歳以上 70 歳未満の障害者）」、「4：非居

住者（30 歳以上 70 歳未満の 38 万円以上の送金）」のいずれか

登録がありますが、扶養区分は扶養対象外になっています。 

【対応１】扶養対象にする場合は、扶養区分をご確認ください。 

【対応２】扶養対象外の非居住者の場合は、非居住区分を「１」

にしてください。 

W014 

お 知 ら

せ メ ッ

セージ 

家族情報（ＩＤ＝ｎｎｎ）源泉控除対象 家族情報（ＩＤ＝ｎｎｎ）の家族が、19歳以上 23歳未満で扶養

区分「0:対象外」（配偶者除く）で、年間所得見積額が 58万円

超 100 万円以下の場合、源泉控除対象親族となるお知らせメッ

セージ（警告・エラーではない）です。なお、月例給与（賞

与）でも表示されます。（メッセージを消すことはできませ

ん） 

W203 

警告 

エラー 

同時年末調整指示区分が洩れています。 同時年末調整を申し込んだ場合に、年末調整をすべき処理におい

て「同時年末調整指示区分」がチェックされていません。チェッ

クして再度データを送信してください。 

W204 

警告 

エラー 

課税対象累計がマイナスです 

 

課税対象累計がマイナスになっています。累計額を調整してくだ

さい。 

W205 

警告 

エラー 

社会保険累計がマイナスです 

 

社会保険累計がマイナスになっています。累計額を調整してくだ

さい。 

 

W206 

警告 

エラー 

所得税累計がマイナスです 

 

所得税累計がマイナスになっています。累計額を調整してくださ

い。 

W207 

警告 

エラー 

年の途中での年調実績が表示されています。最新の

内容で年調し直したい場合は、年調区分を入力して

下さい。 

 

海外勤務者などで年の途中（通常の年末調整前）に年末調整の実

績がある方についても、その年の初回（通常１２月）の年末調整

処理時には、その年の途中に行った年末調整処理結果をもとに同

様の結果が表示されます。（再年末調整処理を除く） 

年末調整情報「年調区分」に「２年調指示」をご入力いただいた

場合は、最新の情報をもとに再度年末調整処理を行います。  
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W209 

警告 

エラー 

年の途中の年調において、保険料控除が反映されて

います。よろしいですか。 

 

年の中途の年末調整処理者に対して、保険料控除申告書を作成す

る際にいただいた生損保の保険料データが既に存在する為、各保

険料控除額を算出して源泉徴収計算を行います。各保険料控除額

の要否を確認のうえ不要な場合は各保険料に０円を登録してく

ださい。 

 

W210 

警告 

エラー 

市町村コード（現在）の登録がありません。 

給与支払報告書データの提出先市町村コードは、

「000000｣で作成されます。提出が必要な方には、市

町村コード（現在）を登録してください。 

[社員番号] 市区町村コード（現在）の登録があり

ません。 

電子申告用の給与支払報告書データ(eLTAX)では提出先の市区町

村コードが必要です。市区町村コード（現在）を登録してくださ

い。 

※電子申告用の給与支払報告書をご利用いただいている場合の

み表示されます。 

 

W211 

警告 

エラー 

源泉徴収票税務署提出データに、許容されていない

文字が含まれています。該当する文字は■に置き換

えて作成しました。 

[社員番号] [項目名] [該当漢字] 

電子申告用の源泉徴収票データにおいて、許容されていない漢字

を■に置き換えて作成しました。 

※このメッセージは本処理時のみ表示されます。 

 

W212 

警告 

エラー 

給与支払報告書データに、許容されていない文字が

含まれています。該当する文字は■に置き換えて作

成しました。 

[社員番号] [項目名] [該当漢字] 

電子申告用の源泉徴収票データにおいて、許容されていない漢字

を■に置き換えて作成しました。 

※このメッセージは本処理時のみ表示されます。 

 

W215 

警告 

エラー 

市区町村コード（現在）の未登録者がいるので給与

支払報告書の出力順に影響が出る場合があります。 

 

給与支払報告書を提出する市区町村が不明となり、帳票の出力順

に影響したり eLTAX 申告時にエラーとなりますので、市区町村コ

ード（現在）を登録してください。 

⇒市区町村コード(現在）の登録がない方の確認は、市区町村コー

ド（現在）を外部出力することにより可能です。 

 

W216 

警告 

エラー 

給与所得控除後の金額が５００万円を超えていま

す。寡婦に該当するかご確認ください。 

当年の所得金額が５００万を超えたため、一般の寡婦控除をして

いません。翌年以降、恒常的に５００万を超える見込みの場合に

は登録内容を変更してください。 

 

W217 

警告 

エラー 

源泉徴収票の個人番号が特定できなかったため空

白です。 

給与支払報告書の個人番号が特定できなかったた

め空白です。 

 

本人の個人番号がＷｅｂマイナンバー管理サービスに登録され

ていなかったため、源泉徴収票、給与支払報告書の個人番号は印

刷されていません。 

※本処理時のみ表示されます。 

 

W218 

警告 

エラー 

源泉徴収票の個人番号が特定できなかったため空

白です。[生年月日] [氏名] 

給与支払報告書の個人番号が特定できなかったた

め空白です。 [生年月日] [氏名] 

家族の情報がＷｅｂマイナンバー管理サービスに登録されてい

なかったため、源泉徴収票、給与支払報告書の個人番号は印刷さ

れていません。 

※本処理時のみ表示されます。 

 

W219 

警告 

エラー 

源泉徴収票「摘要」に印刷する親族が欄内に収まら

なかったため印刷が途切れています。 

 

摘要欄には家族を９名まで印刷可能ですので家族が１０名以上

の場合９名で印刷が終わっています。または９名以内でしたが文

字数が摘要欄内に収まらないために印刷が途切れています。 

 

W220 

警告 

エラー 

配偶者が複数登録されています。控除配偶者には

[氏名]様が印刷されます。 

配偶者が２名以上登録されています。印刷順の一番大きい値の配

偶者の氏名を扶養控除申告書に印刷します。 
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W223 

警告 

エラー 

生年月日の登録がありません。源泉徴収票税務署提

出データの生年月日は必須です。提出が必要な方に

は、生年月日を登録してください。 

源泉徴収票を e-Tax を利用して電子データで提出する場合、生年

月日は必要となりますので、ご登録をお願いします。 

年末調整処理までに登録できない場合、e-Tax データを取り込む

際、エラーとなります。 

そのときはお客さまにてデータ訂正が必要となります。 

 

W224 

警告 

エラー 

生年月日の登録がありません。給与支払報告書デー

タの生年月日は必須です。提出が必要な方には、生

年月日を登録してください。 

給与支払報告書を eLTAX を利用して電子データで提出する場合、

生年月日は必須となりますので、ご登録をお願いします。 

年末調整処理までに登録できない場合、eLTAX データを取り込む

際、エラーとなります。 

そのときはお客さまにてデータ訂正が必要となります。 

 

W226 

警告 

エラー 

中途入社・課税対象がマイナスです。 中途入社課税累計[508]がマイナスになっていますので、累計額

を調整してください。 

W227 

警告 

エラー 

中途入社・社保対象がマイナスです。 中途入社社保累計[509]がマイナスになっていますので、累計額

を調整してください。 

W228 

警告 

エラー 

中途入社・所得税がマイナスです。 中途入社税金累計[510]がマイナスになっていますので、累計額

を調整してください。 

W229 

警告 

エラー 

配偶者が複数登録されています。源泉徴収票には

[氏名]様が印刷されます。 

配偶者が２名以上登録されています。印刷順の一番大きい値の配

偶者の氏名を源泉徴収票の控除対象配偶者欄、または摘要欄に印

刷します。 

W238 

警告 

エラー 

本人合計所得加算額がマイナスです。 本人合計所得加算額[520]が 0 円未満（マイナス）のとき出力さ

れるワーニングメッセージです。登録金額に間違いがないかご確

認ください。 

W245 

警告 

エラー 

給与所得控除後の金額が５００万円を超えていま

す。ひとり親に該当するかご確認ください。 

当年の所得金額が所得要件を超えたため、ひとり親控除をしてい

ません。翌年以降、恒常的に所得要件を超える見込みの場合には

登録内容を変更してください。 

W247 

警告 

エラー 

特別徴収義務者指定番号の登録が無いため、給与支

払報告書データの特別徴収義務者指定番号は省略

して作成されます。 

[社員番号] 特別徴収番号の登録がありません  

特別徴収義務者指定番号テーブル登録へ、特別徴収義務者指定番

号を登録してください。 

W248 

警告 

エラー 

年途中の年調者です。給報データが不要な場合は市

区町村（現在）を999999としてください 

当該従業員について、給報データ（eLTAX）の作成が不要の場合、

市区町村（現在）に「999999」を登録することで作成しないこと

が可能です。市区町村（現在）を「999999」に変更する場合は、

年末調整本処理までに実施してください。年調区分「2 年調指示」

は不要です。 

W249 

警告 

エラー 

市区町村（現在）が 999999 です。給報データの作成

には市区町村（現在）の登録が必要です 

在職者で税表区分が甲欄や乙欄などの場合で、市区町村（現在）

に「999999」が登録されています。 

このままでは給報データ（eLTAX）は作成されません。 

正しい市区町村コードを登録してください。 

W250 

警告 

エラー 

配偶者が重複しています。扶養控除申告書Ｄ欄には

[氏名]様が印刷されます 

配偶者が２名以上登録されています。印刷順の一番大きい値の配

偶者の氏名を扶養控除申告書Ｄ欄に印刷します 
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W251 

警告 

エラー 

所得金額が1000万円を超えたため住宅借入金等特

別控除が適用されません 

住宅借入金等特別控除の適用区分または適用区分２が以下の場

合に、本人合計所得が 1,000 万円超えたので、住宅借入金等特別

控除を適用していません 

 「特例特別特例」（「Ｇ」、「Ｈ」、「Ｉ」のいずれか） 

 「特例居住用家屋」「特例認定住宅等」（「Ｊ」、「Ｋ」、「Ｌ」のい

ずれか） 

W253 

警告 

エラー 

寡婦コードを見直してください。住民税のひとり親

控除の対象ではありませんか。 

寡婦・ひとり親が「ひとり親」(「4」「5」)ですが、家族情報に扶

養対象の子供の登録がありません。（退職手当を有する扶養親族

の登録はあり） 

【対応１】住民税のみひとり親控除を受ける場合、寡婦・ひとり

親を「ひとり親（住民税のみ該当）」（「7」）に変更してください。 

【対応２】ひとり親に該当しない場合は、寡婦・ひとり親を「非

該当」に変更してください。 

W254 

警告 

エラー 

ひとり親（住民税のみ該当）は子がいないため非該

当にしました。寡婦コードを見直してください 

寡婦・ひとり親が「ひとり親（住民税のみ該当）」(「7」)ですが、

家族情報に扶養対象の子供・退職手当を有する子供の登録があり

ません。 

【対応】ひとり親に該当しない場合は、寡婦・ひとり親を「非該

当」に変更してください。 

※修正しなくても、年末調整結果は寡婦・ひとり親ともに非該当

となります。 
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４） 計算結果情報 （「同時年末調整」のみ） 

   計算結果を確認できます。 

※ 「計算結果情報」画面にて計算結果を表示するには、「結果画面設計」画面にて「定義         

   ID」を作成する必要があります。 

 

 『給与計算』⇒『給与メニュー』（『単独年調メニュー』）－「4.内容確認」－「計算結果情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５） 支給明細情報  

 計算結果を支給明細書形式で表示します。 

 

『給与計算』⇒『給与メニュー』（『単独年調メニュー』）－「4.内容確認」－「支給明細情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末調整処理を行った結果は、年末調整時に作成する「明細書」の『所得税』欄に表示

します。 

還付となった場合の還付金は、『所得税』欄にマイナス表示し、追徴になった場合は、 

『所得税』欄にプラス表示します。基本的に DCS では１２月の所得税は算出せず、 

年末調整処理を行っています。（所得税基本通達 法第１９０条３項） 

還付の場合、「所得税」欄

にマイナス表示します 
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６） 源泉徴収票（年末調整） 

  計算結果を源泉徴収票形式で表示し、PDFを出力することが可能です。 
 
『給与計算』 ⇒『給与メニュー』（『単独年調メニュー』）－「4.内容確認」－「源泉徴収票（年末調整）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROSRV on Cloud から出力した『源泉徴収票』    

には、マイナンバーは印字されません。 

 

※データを外部出力することにより一覧での確認も可能です。 

（「７－８．『外部出力メニュー』－内容確認（仮処理）」～ 参照）） 
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７－８．『外部出力メニュー』－ 内容確認（仮処理） 

標準提供パターンを「複製」し、「年末調整仮処理結果」を出力することが可能です。 

 
『その他』⇒『外部出力メニュー』－「データ出力」「出力ファイル設定」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ↓ 
『その他』⇒『外部出力メニュー』－「データ出力」「ファイル作成指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「年末調整仮処理結果（最新）」を選択 
「出力ファイル定義名」 

「出力項目定義名」を変更 

「D04 最新・年末調整本処理結果」を「複製」ボタンを押

下 
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年末調整仮処理結果の出力ファイル例  

・給与で同時年末調整をした場合の出力ファイル例 

 
 

 

 

 

 

①Ｃ列「再年調回数」 

再年末調整処理をした場合、再年末調整処理が何回目かを表示 

給与での同時年末調整で再年調処理ではないため、「0」となる 

②Ｄ列「年調処理結果」 

 1 ・・・ 年調者（今回の処理で年末調整をした人）     

2 ・・・ 非年調者（今回の処理で年末調整をしていない人） 

0 ・・・ 既に退職した人で年末調整処理対象外の方（非年調者） 

③Ｆ列「作成元処理種別」 

 給与で同時年末調整をしたため、「P」となる 

 B ・・・ 賞与で同時年末調整をした場合 

 N ・・・ 単独年末調整（年末調整の処理のみを行う）をした場合 

 M ・・・ 再年末調整をした場合 

④Ｈ列「在職区分」 

 1 ・・・ 新規の方      2 ・・・ 在職の方 

 3 ・・・ 当月退職の方    4 ・・・ 既退職の方 

⑤ＣＵ列「過不足額＿今回」 

 今回の年末調整処理での還付追徴金 

⑥ＣＶ列「過不足額＿累計」 

  年末調整（再年末調整）処理をするごとに、ＣＵ列「過不足額＿今回」の金額が加算さ

れるが、今回は年末調整１回目なので、⑤ＣＵ列「過不足額＿今回」と同額となる 

⑦ＣＹ列「源泉・漢字住所１」 以降～ 

 項目名「源泉・～」は、源泉徴収票に印字されている内容 

⑧ＩＦ列「本人合計所得加算額」 

 (520)「本人所得加算額」に入力した金額を表示 

 

 

 

 

 

 

続き 

５ ６ 
７ 

省略 

９

 

８

 

３ ４ １ ２ 
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⑨ＩＧ列「年調後・控除対象配偶者区分」  

年末調整処理をした結果の控除対象配偶者者区分を表示。（家族情報に登録した配偶者 

情報より自動設定された「控除対象配偶者区分」とは異なることもあります） 

ＤＯ列「配偶者（特別）控除の額」にて配偶者の控除額の確認ができます。 
⑨ＩＧ列 
年調後・控除対象配
偶者区分 

 

控

除 

DＧ列 

源泉・給与所得控除後の金額  

＋ ⑧IＦ列 

(520)本人合計所得加算額 

              配偶者  

EＬ列  

源泉・配偶 

者合計所得 

年齢 DＯ列  

源泉・配偶者(特別)控除の額 

障害者

控除 

※３ 

A：同一生計  

 

配

偶

者

控

除 

900 超～950 万以下 58 万以下 70 歳

未満 

26 万  

 

 

 

可 

950 超～1000 万以下 13 万 

Ｂ：同一生計 

（老人） 

900 超～950 万以下 58 万以下 70 歳

以上 

32 万 

950 超～1000 万以下 16 万 

１：源泉控除 

対象 

900 万以下 58 万以下 70 歳

未満 

38 万 

２：源泉（老人）控除

対象 

900 万以下 58 万以下 70 歳

以上 

48 万 

３：源泉（配特控除

対象 ※１ 

 

配

偶

者

特

別

控

除 

900 万以下 58 万超～ 

95 万以下 

 

 

 

 

 

不問 

38 万  

 

 

 

不可 

 

 

０ 

非

該

当 

０：①－１ 

非該当 

900 万以下 95 万超～ 

133 万以下 

36,31,26,21,16,11,6,3 万 

※２  W233 の人は 0 円（控除無） 

０：①－２ 

非該当 

900 超～950 万以下 

 

58 万超～ 

133 万以下 

26,24,21,18,14,11,8,4,2 万 

※２ W233 の人は 0 円（控除無） 

０：①－３ 

非該当 

950 超～1000 万以下 

 

58 万超～ 

133 万以下 

13,12,11,9,7,6,4,2,1 万 

※２ W233 の人は 0 円（控除無） 

０：②非該当 控

除

無 

1000 万以下 133 万超  

0 円 

 

不可 

０：③非該当 1000 万超～ 58 万以下 可 

０：④非該当 1000 万超～ 58 万超 不可 

※１ 「Ｃ：源泉（配特）控除対象（年調時控除）」は「３：源泉（配特）控除対象」となります。 

※２ 結果メッセージ W233 の人は 0円（控除無）でよいか確認してください。 

    （＜配偶者控除・配偶者特別控除の結果メッセージ＞参照） 

 ※３ 障害者控除を受けた場合は、ＤＷ列「障害者の数_特別内」 ＤＸ列「障害者の数_特別人」 

ＤＹ列「障害者の数_その他」の人数に加算されているか確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 万円 

(123 万円) 

95 万円 

(160 万円) 
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⑩ＩＨ列「所得金額調整控除区分」 

「給与基本情報」の「所得金額調整区分」に登録された内容 

⑪ＩＩ列「士業区分」 

「給与基本情報」の「士業区分」に登録された内容 

0 ・・・ 対象外（初期値）     

1 ・・・ 対象（従業員が給与としての支払を受けている士業者(弁護士など)の場合） 

⑫ＩＪ列「税務署ＳＥＱ」 

 A～Jまでの方が、税務署提出対象者（K～Qは提出対象外者） 

 

⑬ＩＫ列「年調・扶養控除額及び障害者等の控除合計額」 

扶養控除額と障害者等の控除額の合計 

（ＣＭ列「基礎控除額」ＣＰ列「配偶者（特別）控除額」を除く控除額合計） 

⑭ＩＬ列「年調・所得金額調整控除額」 

  所得金額調整控除の額があった場合表示 

⑮ＩＭ列「所得金額調整控除条件」 

 0 ・・・ 所得金額調整控除対象※     

1 ・・・ 所得金額調整控除対象外 

 ※所得金額調整控除を受ける可能性のある方（実際の所得金額調整控除を受けたかは関係なし） 

  ・「所得金額調整控除条件に該当 かつ 所得金額調整控除区分≠２：優先・控除非対象者」 

または 

  ・「所得金額調整控除区分＝１：優先・控除対象者」の場合 

⑯ＩＮ列「源泉）基礎控除の額」 

 『源泉徴収票』の「基礎控除の額」 

⑰ＩＯ列「源泉）所得金額調整控除額」 

 『源泉徴収票』の「所得金額調整控除の額」 

⑱ＩＰ列「源泉）寡婦」 

 『源泉徴収票』の寡婦欄に該当する場合「＊」 

⑲ＩＱ列「源泉）ひとり親」 

 『源泉徴収票』のひとり親に該当する場合「＊」 

⑳ＩＲ列「源泉）受給者生年月日（元号）」 

 従業員の生年月日の元号（明治、大正、昭和、平成、令和） 
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㉑ＩＳ列「特定親族数」  

「年間所得見積額」が 58 万円超 123 万円以下の年末時点で年齢が 19 歳以上 23 歳

未満 の人数 

㉒ＩＴ列「特定親族特別控除額」   

特定親族が受けた特別控除の額 

㉓ＩＵ列「源泉）特定親族数」 

『源泉徴収票』の「特親・人」 

㉔ＩＶ列「源泉）従・特定親族数」   

『源泉徴収票』の「特親・従人」 

㉕ＩＷ列「源泉）特定親族特別控除額」 

『源泉徴収票』の「特定親族特別控除の額」 

 

※ＢＰ列「確定拠出年金」 

 (603)確定拠出年金累計（月例給与にて天引きしている確定拠出年金がある場合その累計） 

※ＣＣ列「小規模共済掛金」/ ＤＺ列「源泉・小規模共済掛金等」 

 (518)小規模共済掛金＋(603)確定拠出年金累計 
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７－９．『給与メニュー』『単独年調メニュー』－内容確認（本処理） 

 年末調整データ入力を行い、仮処理で確認後、本処理を行います。 

  

１）計算指示（本処理指示） 

 ・「同時年末調整」の場合 

年末調整処理を実施する１２月給与（賞与）のデータインの日にデータをご送信 

ください。通常の給与（賞与）データと同時に年末調整処理に必要なデータも送信 

されます。 

 ・「単独年末調整」の場合 

 お申込みいただいたスケジュールのデータインの日（本処理予定日の１営業日前）に 

 データをご送信ください。 

『給与計算』⇒『給与メニュー』（『単独年調メニュー』）－「4.内容確認」－「計算指示」 

 

① 「本処理指示」ボタンを押下します。データが DCS へ送信され計算処理を行いま

す。 

② 計算後、本処理結果が DCSより送信され、自動的にデータを取り込みます。 

③  結果データの確認は結果確認画面にて行います。 

本処理結果の確認方法は、仮処理結果と同様です。 

 （「７－７．『給与メニュー』－内容確認（仮処理）～ 参照） 

 

※ 2021年 10月より、連絡票送付書のＦＡＸが廃止されました。 

  「確認書」の作成は任意です。 

 

※ 

１   ※ 


